
國學院大學学術情報リポジトリ

古事記の天孫降臨神話の構造 : 猿田毘古神を中心に

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2024-03-12

キーワード (Ja): 猨田彦神, 天宇受売神, 伊勢神宮, 日向,

拝祭

キーワード (En): 

作成者: 山﨑, かおり

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/0002000137URL



古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
の
構
造

　
　
　
　

古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
の
構
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
猿
田
毘
古
神
を
中
心
に
―

�

山　

㟢　

か
お
り　

　
　

キ
ー
ワ
ー
ド

　
　
　
　

猨
田
彦
神　

天
宇
受
売
神　

伊
勢
神
宮　

日
向　

拝
祭　

　
　
　

一
、
問
題
の
所
在

　

記
紀
神
話
の
後
半
部
に
は
、
国
譲
り
神
話
か
ら
天
孫
降
臨
神
話
に
至
る
一
連
の
神
話
が
あ
る
。
そ
の
中
で
天
孫
降
臨
神
話
は
、
天
孫
の
ニ
ニ
ギ
が
地
上
に
降
る

内
容
を
軸
と
し
た
神
話
で
あ
る
。
古
事
記
の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
天
照
大
御
神
と
高
木
神
（
高
御
産
巣
日
神
）
が
天
照
大
御
神
の
子
の
天
忍
穂
耳
命
に

地
上
へ
の
降
臨
と
地
上
の
統
治
を
命
じ
た
が
、
天
忍
穂
耳
命
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
迩
々
芸
命
を
代
わ
り
に
推
薦
し
、
迩
々
芸
命
が
降
臨
し
よ
う
と
す
る
時
に
猿

田
毘
古
神
が
出
迎
え
た
の
で
天
宇
受
売
神
が
応
対
し
、
天
宇
受
売
神
を
含
む
五
伴
緒
と
い
わ
ゆ
る
三
種
の
神
器（

（
（

が
迩
々
芸
命
に
副
え
ら
れ
、
迩
々
芸
命
は
竺
紫
の

日
向
に
降
臨
し
た
と
い
う
。
古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
の
内
容
を
箇
条
書
き
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
［
Ａ
］
降
臨
神
の
変
更
（
天
忍
穂
耳
命
→
迩
々
芸
命
）
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［
Ｂ
］
猿
田
毘
古
神
の
出
迎
え
と
天
宇
受
売
神
の
応
対

　
［
Ｃ
］
随
伴
神
の
五
伴
緒
（
五
柱
の
神
）
と
三
種
の
神
器
、
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
の
由
来

　
［
Ｄ
］
迩
々
芸
命
の
竺
紫
の
日
向
へ
の
降
臨
と
二
柱
の
随
伴
神

　
［
Ｅ
］
猿
田
毘
古
神
を
送
る
天
宇
受
売
命

　

一
方
、
日
本
書
紀
の
天
孫
降
臨
神
話
は
神
代
紀
第
九
段
の
本
書
と
一
書
の
第
一
、
第
二
、
第
四
、
第
六
に
あ
る
。
正
伝
で
あ
る
本
書
の
冒
頭
部
（
国
譲
り
神
話

の
前
）
に
は
、
天
忍
穂
耳
尊
の
子
と
し
て
瓊
瓊
杵
尊
（
古
事
記
の
迩
々
芸
命
）
が
誕
生
し
、
高
皇
産
霊
尊
が
こ
の
瓊
瓊
杵
尊
を
葦
原
中
国
の
主
に
し
よ
う
と
考
え

た
と
す
る
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
は
古
事
記
の
［
Ａ
］
に
相
当
す
る
内
容
と
な
る
。
続
け
て
本
書
で
は
、
国
譲
り
神
話
を
経
て
、
高
皇
産
霊
尊
が
瓊
瓊
杵
尊
を
日
向

の
襲
の
高
千
穂
峰
に
降
臨
さ
せ
た
と
い
う
短
い
叙
述
が
あ
り
、
こ
れ
は
古
事
記
の
［
Ｄ
］
に
相
当
す
る
。
し
か
し
、
日
本
書
紀
の
本
書
に
は
［
Ｂ
］［
Ｃ
］［
Ｅ
］

の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

で
は
な
ぜ
古
事
記
に
は
［
Ｂ
］［
Ｃ
］［
Ｅ
］
の
部
分
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
後
述
の
よ
う
に
、
当
該
神
話
の
文
脈
に
は
不
明
瞭
な
部
分
や
不
自
然
な
点
が
多
い
。

結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、そ
れ
は
［
Ａ
］
と
［
Ｄ
］
の
内
容
に
［
Ｂ
］
と
［
Ｃ
］
と
［
Ｅ
］
の
内
容
を
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
で
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。［
Ｂ
］

と
［
Ｅ
］
で
中
心
と
な
っ
て
い
る
神
は
猿
田
毘
古
神
で
、
こ
の
神
が
伊
勢
地
方
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
記
紀
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
の
由

来
を
語
る
［
Ｃ
］
の
中
に
猿
田
毘
古
神
は
登
場
し
な
い
が
、［
Ｃ
］
の
内
容
は
［
Ｂ
］
と
［
Ｅ
］
に
関
連
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
事
記
の
当
該
神

話
の
特
徴
と
構
造
を
考
え
る
上
で
、
猿
田
毘
古
神
に
注
目
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
古
事
記
の
文
脈
の
問
題
点
を
確
認
し
、
日
本
書
紀
の
記
述
と
比
較
し
た
上
で
、
猿
田
毘
古
神
の
神
格
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
く
。

　
　
　

二
、
古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
の
文
脈

　

ま
ず
、
古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
の
全
文
を
、［
Ａ
」～［
Ｅ
］
の
五
段
落
に
分
け
て
引
用
す
る（

（
（

。
猿
田
毘
古
神
と
そ
の
登
場
の
様
子
を　
　

で
囲
み
、
文
脈

上
特
に
問
題
と
な
る
部
分
に
波
線
を
付
す
。

　
　

�［
Ａ
］
尓
し
て
天
照
大
御
神
・
高
木
神
の
命
以
ち
、
太
子
正
勝
吾
勝
々
速
日
天
忍
穂
耳
命
に
詔
り
た
ま
は
く
、「
今
葦
原
中
国
を
平
け
訖
へ
ぬ
と
白
す
。
故
言

二
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依
さ
し
賜
へ
る
ま
に
ま
に
、
降
り
坐
し
て
知
ら
せ
」
と
の
り
た
ま
ふ
。
尓
し
て
其
の
太
子
正
勝
吾
勝
々
速
日
天
忍
穂
耳
命
答
へ
白
さ
く
、「
僕
は
、
降
ら
む

装
束
し
つ
る
間
に
、
子
、
生
れ
出
で
ぬ
。
名
は
天
迩
岐
志
国
迩
岐
志
天
津
日
高
日
子
番
能
迩
々
芸
命
、
此
の
子
を
降
す
べ
し
」
と
ま
を
す
。
此
の
御
子
は
、

高
木
神
の
女
万
幡
豊
秋
津
師
比
売
命
に
御
合
し
て
生
れ
ま
せ
る
子
、
天
火
明
命
、
次
に
日
子
番
能
迩
々
芸
命
二
柱
な
り
。
是
を
以
ち
白
し
た
ま
ふ
ま
に
ま
に
、

日
子
番
能
迩
々
芸
命
に
詔
科
せ
、「
此
の
豊
葦
原
の
水
穂
国
は
、
汝
知
ら
さ
む
国
ぞ
と
言
依
さ
し
賜
ふ
。
故
命
の
ま
に
ま
に
天
降
る
べ
し
」
と
の
り
た
ま
ふ
。

　
　

�［
Ｂ
］
尓
し
て
日
子
番
能
迩
々
芸
命
、
天
降
り
ま
さ
む
と
す
る
時
に
、
天
の
八
衢
に
居
て
、
上
は
高
天
原
を
光
ら
し
下
は
葦
原
中
国
を
光
ら
す
神
是
に
有
り
。

故
尓
し
て
天
照
大
御
神
・
高
木
神
の
命
以
ち
、
天
宇
受
売
神
に
詔
り
た
ま
は
く
、「
汝
は
手
弱
女
人
に
有
れ
ど
も
、
い
む
か
ふ
神
と
面
勝
つ
神
ぞ
。
故
も
は

ら
汝
往
き
問
は
ま
く
は
、『
吾
が
御
子
天
降
り
為
る
道
に
、
誰
ぞ
か
く
て
居
る
』
と
と
へ
」
と
の
り
た
ま
ふ
。
故
問
ひ
賜
ふ
時
に
、
答
へ
て
白
さ
く
、「
僕
は

国
つ
神
、
名
は
猿
田
毘
古
神
な
り
。
出
で
居
る
所
以
は
、
天
つ
神
の
御
子
天
降
り
坐
す
と
聞
く
。
故
御
前
に
仕
へ
奉
ら
む
と
し
て
、
参
向
か
へ
侍
り
」
と�

ま
を
す
。

　
　

�［
Ｃ
①
］
尓
し
て
天
児
屋
命
・
布
刀
玉
命
・
天
宇
受
売
命
・
伊
斯
許
理
度
売
命
・
玉
祖
命
、
并
せ
て
五
伴
緒
を
支
ち
加
へ
て
、
天
降
し
た
ま
ふ
。
是
に
其
の

を
き
し
八
尺
の
勾
璁
・
鏡
と
草
那
芸
釼
、
ま
た
常
世
思
金
神
・
手
力
男
神
・
天
石
門
別
神
を
副
へ
賜
ひ
て
詔
り
た
ま
は
く
、「
此
の
鏡
は
、
も
は
ら
我
が
御

魂
と
為
て
、
吾
が
前
を
拝
む
が
如
く
、
い
つ
き
奉
れ
。
次
に
、
思
金
神
は
、
前
の
事
を
取
り
持
ち
て
、
政
を
為
せ
」
と
の
り
た
ま
ふ
。［
Ｃ
②
］
此
の
二
柱

の
神
は
、
さ
く
く
し
ろ
伊
須
受
能
宮
を
拝
み
祭
る
。［
Ｃ
③
］
次
に
登
由
宇
気
神
、
此
は
外
宮
の
度
相
に
坐
す
神
ぞ
。［
Ｃ
④
］
次
に
天
石
戸
別
神
、
ま
た
の

名
は
櫛
石
窓
神
と
謂
ひ
、
ま
た
の
名
は
豊
石
窓
神
と
謂
ふ
。
此
の
神
は
御
門
の
神
な
り
。
次
に
手
力
男
神
は
、
佐
那
々
県
に
坐
す
。［
Ｃ
⑤
］
故
其
の
天
児

屋
命
は
、
中
臣
連
等
が
祖
。
布
刀
玉
命
は
、
忌
部
首
等
が
祖
。
天
宇
受
売
命
は
、
猿
女
君
等
が
祖
。
伊
斯
許
理
度
売
命
は
、
鏡
作
連
等
が
祖
。
玉
祖
命
は
、
玉
祖
連
等
が
祖
。

　
　

�［
Ｄ
］
故
尓
し
て
天
津
日
子
番
能
迩
々
芸
命
に
詔
り
た
ま
ひ
て
、
天
の
石
位
を
離
れ
、
天
の
八
重
の
た
な
雲
を
押
し
分
け
て
、
い
つ
の
ち
わ
き
ち
わ
き
て
、

天
の
浮
橋
に
、
う
き
じ
ま
り
、
そ
り
た
た
し
て
、
竺
紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
く
じ
ふ
る
た
け
に
天
降
り
坐
し
き
。
故
尓
し
て
天
忍
日
命
・
天
津
久
米
命
二
人
、

天
の
石
靫
を
取
り
負
ひ
、
頭
椎
の
大
刀
を
取
り
佩
き
、
天
の
波
士
弓
を
取
り
持
ち
、
天
の
真
鹿
児
矢
を
手
挟
み
、
御
前
に
立
ち
て
仕
へ
奉
る
。
故
其
の
天
忍

日
命
、
此
は
大
伴
連
等
が
祖
。
天
津
久
米
命
、
此
は
久
米
直
等
が
祖
な
り
。
是
に
詔
り
た
ま
は
く
、「
此
地
は
韓
国
に
向
か
ひ
、
笠
沙
の
御
前
に
真
来
通
り
て
、
朝
日

の
直
刺
す
国
、夕
日
の
日
照
る
国
な
り
。
故
此
地
は
い
た
く
吉
き
地
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、底
つ
石
根
に
宮
柱
ふ
と
し
り
、高
天
原
に
氷
椽
た
か
し
り
て
坐
す
。

　
　

�［
Ｅ
］
故
尓
し
て
天
宇
受
売
命
に
詔
り
た
ま
は
く
、「
此
の
、
御
前
に
立
ち
仕
へ
奉
れ
る
猿
田
毘
古
大
神
は
、
も
は
ら
顕
し
申
せ
る
汝
送
り
奉
れ
。
ま
た
、
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其
の
神
の
御
名
は
、
汝
負
ひ
て
仕
へ
奉
れ
」
と
の
り
た
ま
ふ
。
是
を
以
ち
猿
女
君
等
、
其
の
猿
田
毘
古
の
男
神
の
名
を
負
ひ
て
、
女
を
猿
女
君
と
呼
ぶ
事

是
な
り
。

　

古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
に
は
、
動
詞
の
主
語
が
不
明
で
あ
っ
た
り
、
指
示
語
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
り
な
ど
、
解
釈
が
難
し
い
部
分
が

多
い
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
そ
れ
ら
の
個
々
の
例
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。

　

特
に
大
き
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
部
分
は
［
Ｃ
］
で
あ
る
。
ま
ず
、［
Ｃ
①
］
の
「
を
き
し
」
は
、「
招
い
た
」
の
意
で
あ
る
が
、
周
辺
の
文
脈
を
確
認
し
て

も
誰
が
何
を
招
い
た
の
か
が
分
か
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
登
場
す
る
神
々
の
名
と
神
器
（
二
種
）
が
天
の
石
屋
の
神
話
と
共
通
す
る
た
め
、「
其
の
を
き
し
」

と
は
天
照
大
御
神
を
天
の
石
屋
か
ら
招
き
出
し
た
こ
と
を
指
す
と
す
る
見
解
が
諸
注
釈
書
で
一
致
す
る（

（
（

。
た
だ
し
こ
の
見
解
の
通
り
と
す
る
と
、
直
前
の
言
葉
や

文
を
指
す
語
で
あ
る
は
ず
の
「
其
の
」
が
、
天
孫
降
臨
神
話
以
前
の
神
話
で
あ
る
天
の
石
屋
の
神
話
を
指
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う（

（
（

。
こ
れ
は
文
脈
的
に
不
自
然

と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

さ
ら
に
、［
Ｃ
②
］
の
「
此
の
二
柱
の
神
は
、さ
く
く
し
ろ
伊
須
受
能
宮
を
拝
み
祭
り
き
」
の
解
釈
が
難
し
い
。
つ
ま
り
、「
伊
須
受
能
宮
」（
伊
勢
神
宮
の
内
宮
）

を
拝
祭
す
る
「
二
柱
の
神
」
が
、
前
の
文
の
ど
の
神
に
相
当
す
る
か
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
改
め
て
考
察
す
る
。

　

続
く
［
Ｃ
③
］
の
「
登
由
宇
気
神
、
此
は
、
外
宮
の
度
相
に
坐
す
神
ぞ（

（
（

」
は
、
伊
勢
神
宮
の
外
宮
に
つ
い
て
語
る
部
分
で
あ
る
が
、［
Ｃ
④
］
と
［
Ｃ
⑤
］
で�

［
Ｃ
①
］
に
登
場
す
る
「
天
石
戸
別
神
」「
手
力
男
神
」「
天
児
屋
命
」「
布
刀
玉
命
」「
天
宇
受
売
命
」「
伊
斯
許
理
度
売
命
」
に
つ
い
て
補
足
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、［
Ｃ
③
］
で
は
［
Ｃ
①
］
に
登
場
し
な
い
登
由
宇
気
神（

（
（

に
つ
い
て
突
如
語
ら
れ
る
の
が
不
審
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
伊
勢
神
宮
内
宮
に
つ
い
て
の

記
事
［
Ｃ
②
］
に
続
い
て
外
宮
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
文
脈
を
解
釈
す
る
上
で
の
問
題
は
な
い
。

　

ま
た
当
該
神
話
で
は
、
二
重
の
表
現
が
あ
り
主
体
や
目
的
地
が
変
わ
っ
て
い
る
。
ま
ず
［
Ｂ
］
で
、
猿
田
毘
古
神
は
迩
々
芸
命
の
降
臨
に
お
い
て
「
御
前
に
仕

へ
奉
ら
む
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
に
迩
々
芸
命
が
降
臨
す
る
［
Ｄ
］
で
は
天
忍
日
命
と
天
津
久
米
命
が
「
御
前
に
立
ち
て
仕
へ
奉
る
」
と
あ
り
、
猿
田
毘
古

神
は
姿
を
見
せ
な
い
。
つ
ま
り
、
先
導
神
が
［
Ｂ
］
と
［
Ｄ
］
で
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る（

（
（

。
次
に
［
Ｅ
］
を
確
認
す
る
と
、
再
び
［
Ｂ
］
の
天
宇
受
売
神�

（
天
宇
受
売
命
）
と
猿
田
毘
古
神
が
登
場
す
る
（
た
だ
し
、
猿
田
毘
古
神
の
名
が
「
猿
田
毘
古
大
神
」
に
な
っ
て
い
る
）。
そ
し
て
、［
Ｅ
］
の
詔
の
冒
頭
に
「
此
の
、

御
前
に
立
ち
仕
へ
奉
れ
る
猿
田
毘
古
大
神
」
と
あ
る
。「
此
の
」
は
直
前
を
指
す
指
示
語
で
あ
る（

（
（

が
、［
Ｅ
］
の
直
前
の
［
Ｄ
］
の
「
御
前
に
立
ち
て
仕
へ
奉
る
」

は
天
忍
日
命
と
天
津
久
米
命
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、［
Ｅ
］
の
「
此
の
」
を
承
け
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、［
Ｅ
］
の
「
此
の
、
御
前
に
立
ち
仕
へ
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古
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孫
降
臨
神
話
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奉
れ
る
猿
田
毘
古
大
神
」
は
、［
Ｃ
］［
Ｄ
］
を
飛
ば
し
て
［
Ｂ
］
の
猿
田
毘
古
神
を
主
体
と
す
る
「
御
前
に
仕
へ
奉
ら
む
」
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
が
、こ
れ
は
「
此

の
」
と
い
う
指
示
語
の
用
法
と
合
わ
な
い
。
以
上
か
ら
、
元
々
［
Ｂ
］
と
［
Ｅ
］
は
連
続
し
た
文
章
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
［
Ｃ
］
と
［
Ｄ
］
が
挿
入
さ
れ
た
こ
と

が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
該
神
話
は
文
章
を
切
り
貼
り
し
て
合
成
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
当
該
神
話
で
は
、
ま
ず
［
Ａ
］
で
天
照
大
御
神
と
高
木
神
の
迩
々
芸
命
に
対
す
る
「
天
降
る
べ
し
」
の
命
令
が
あ
り
、
続
く
［
Ｂ
］
で
は
迩
々
芸
命
の�

「
天
降
り
ま
さ
む
」
の
意
志
が
述
べ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
［
Ｃ
①
］
で
は
迩
々
芸
命
に
五
伴
緒
や
三
種
の
神
器
、常
世
思
金
神
・
手
力
男
神
・
天
石
門
別
神
を
伴
わ
せ
て�

「
天
降
し
た
ま
ふ
」
の
語
が
あ
る
が
、［
Ｄ
］
で
再
び
迩
々
芸
命
を
主
体
と
し
て
天
忍
日
命
・
天
津
久
米
命
が
伴
っ
た
「
天
降
り
坐
し
き
」
が
あ
る
。

　

天
孫
降
臨
神
話
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究
に
三
品
彰
英
の
論
文
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
古
事
記
の
当
該
神
話
を
、
迩
々
芸
命
が
猿
田
毘
古
神
を
先
導
と
し
て
五
伴

緒
と
常
世
思
金
神
な
ど
三
柱
と
、
三
種
の
神
器
、
そ
れ
に
天
忍
日
命
・
天
津
久
米
命
を
従
え
、
日
向
に
降
臨
す
る
と
捉
え
て
お
り
、
諸
説
が
こ
れ
に
従
っ
て
い
る（

（
（

。�

し
か
し
鈴
鹿
千
代
乃
は
、
こ
の
［
Ｃ
］
で
は
伊
勢
へ
の
降
臨
、［
Ｄ
］
で
は
日
向
へ
の
降
臨
が
別
々
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る（
（1
（

。［
Ｃ
①
］
の
「
天
降
し
た

ま
ふ
」
が
「
さ
く
く
し
ろ
伊
須
受
能
宮
」（
伊
勢
神
宮
の
内
宮
）
の
祭
祀
を
念
頭
に
置
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
降
臨
地
は
伊
勢
地
方
に
な
り
そ
う
な
も
の
だ
が
、

迩
々
芸
命
が
実
際
に
降
臨
し
た
の
は
［
Ｄ
］
の
「
竺
紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
く
じ
ふ
る
た
け
」
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
他
、
解
釈
が
問
題
に
な
る
部
分
と
し
て
［
Ｅ
］
の
「
送
り
奉
れ
」
を
挙
げ
る
。
こ
こ
で
は
、
天
宇
受
売
命
が
猿
田
毘
古
神
を
具
体
的
に
ど
の
場
所
に
送
っ
て�

い
っ
た
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
天
宇
受
売
命
へ
の
詔
の
中
に
「
顕
し
申
せ
る
汝
送
り
奉
れ
」、「
仕
へ
奉
れ
」
と
謙
譲
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
で
は
天
つ
神
の
天
宇
受
売
命
が
国
つ
神
の
猿
田
毘
古
神
よ
り
格
下
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
考
察
す
る
。

　

古
事
記
の
叙
述
は
、
天
孫
の
迩
々
芸
命
を
中
心
に
語
る
こ
と
で
、［
Ａ
］～［
Ｅ
］
を
一
連
の
記
事
の
よ
う
に
み
せ
て
い
る
が
、
実
は
別
の
資
料
を
合
成
し
た
り

差
し
挟
ん
だ
り
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
文
脈
に
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
で
は
、
迩
々
芸
命
の
随
伴
神
で
あ
る

五
柱
の
「
五
伴
緒
」
と
「
天
忍
日
命
・
天
津
久
米
命
」
を
同
時
に
記
さ
な
い
。
前
者
は
伊
勢
神
宮
と
の
関
わ
り
で
、
後
者
は
日
向
へ
の
降
臨
と
関
わ
り
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
別
系
統
の
内
容
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
で
は
、
日
向
降
臨
の
文
脈
の
中
に
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
の
記
事
を

断
片
的
に
盛
り
込
み
、
伊
勢
神
宮
祭
祀
の
由
縁
を
こ
の
神
話
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
編
集
の
過
程
を
経
て
、
文
脈
に
多
く
の
問

題
が
残
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

当
該
神
話
が
編
集
の
過
程
を
経
て
い
る
こ
と
を
想
定
す
る
説
は
既
に
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
直
木
孝
次
郎
は
、
古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
の
文
脈
を
分
析
し
、

五



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
一
巻
（
二
〇
二
三
年
）

【
Ａ
】
猿
田
毘
古
神
と
天
宇
受
売
神
、【
Ｂ
】
五
伴
緒
の
名
の
列
挙
、【
Ｃ
】
三
種
の
神
器
と
常
世
思
金
神
・
手
力
男
神
・
天
石
戸
別
神
、【
Ｄ
】
登
由
宇
気
神
（
伊

勢
神
宮
外
宮
）、【
Ｅ
】
迩
々
芸
命
の
降
臨
、
の
少
な
く
と
も
五
種
の
史
料
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

。
ま
た
高
橋
美
由
紀
は
、「
こ
の
条

の
文
章
が
き
わ
め
て
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
天
孫
降
臨
条
の
中
に
二
つ
の
要
素
―
天
孫
降
臨
神
話
と
神
宮
祭
神
説
話
―
を
同
時
に�

は
め
こ
も
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る（
（1
（

。
そ
し
て
西
條
勉
は
、
当
該
神
話
を
「
古
事
記
の
な
か
で
も
っ
と
も
難
解
な
文
脈
」
と
し
、「
降
臨
神

話
と
は
、
司
令
神
を
軸
に
し
て
い
え
ば
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
系
と
ア
マ
テ
ラ
ス
系
の
二
種
類
が
あ
っ
て
、
古
事
記
は
こ
れ
ら
の
二
系
を
統
合
し
て
い
る
」
と
す
る（

（1
（

。
こ

の
よ
う
に
、
当
該
神
話
の
文
脈
に
不
自
然
さ
が
あ
る
と
い
う
指
摘
や
、
そ
れ
は
編
集
の
過
程
を
経
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
察
す
る
説
は
既
に
複
数
存
在
す
る
が
、

そ
の
考
察
が
猿
田
毘
古
神
を
中
心
に
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
古
事
記
の
当
該
神
話
の
文
脈
上
の
問
題
は
基
本
的
に
猿
田
毘
古
神

と
の
関
わ
り
で
発
生
し
て
い
る
と
考
え
る
た
め
、
こ
の
神
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
て
い
く
。

　
　
　

三
、
日
本
書
紀
の
天
孫
降
臨
神
話
―
古
事
記
と
比
較
し
て
―

　

古
事
記
の
当
該
神
話
の
編
集
を
考
え
る
上
で
、
日
本
書
紀
の
諸
伝
と
の
比
較
が
参
考
に
な
る
。
古
事
記
と
日
本
書
紀
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
作
品
で
あ
り
、
日

本
書
紀
の
解
釈
を
古
事
記
に
無
自
覚
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
北
野
達
も
指
摘
す
る
よ
う
に（

（1
（

、
当
該
神
話
の
文
脈
は
日
本
書
紀
と
の

相
違
を
検
討
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
部
分
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
日
本
書
紀
の
神
代
紀
第
九
段
本
書
（
正
伝
）
で
、
古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
に
対
応
す
る
部
分
を
以
下
引
用
す
る（

（1
（

。

　
　

�　

天
照
大
神
の
子
正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
尊
、
高
皇
産
霊
尊
の
女
栲
幡
千
千
姫
を
娶
き
た
ま
ひ
て
、
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
を
生
れ
ま
す
。
故
、
皇
祖

高
皇
産
霊
尊
、
特
に
憐
愛
を
鍾
め
て
、
崇
て
養
し
た
ま
ふ
。
遂
に
皇
孫
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
を
立
て
て
、
葦
原
中
国
の
主
と
せ
む
と
欲
す
。
…
（
中
略
）

…
時
に
、
高
皇
産
霊
尊
、
真
床
追
衾
を
以
て
、
皇
孫
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
に
覆
ひ
て
、
降
り
ま
さ
し
む
。
皇
孫
、
乃
ち
天
磐
座
を
離
ち
、
且
天
八
重
雲
を

排
分
け
て
、
稜
威
の
道
別
に
道
別
き
て
、
日
向
の
襲
の
高
千
穂
峰
に
天
降
り
ま
す
。
既
に
し
て
皇
孫
の
遊
行
す
状
は
、
槵
日
の
二
上
の
天
浮
橋
よ
り
、
浮
渚

在
平
処
に
立
た
し
て
、
膂
宍
の
空
国
を
、
頓
丘
か
ら
国
覓
ぎ
行
去
り
て
、
吾
田
の
長
屋
の
笠
狭
碕
に
到
り
ま
す
。

こ
こ
で
天
照
大
神
は
天
忍
穂
耳
尊
の
親
と
し
て
名
が
挙
が
る
が
、
こ
の
場
面
に
は
直
接
登
場
し
て
い
な
い
。
瓊
瓊
杵
尊
（
古
事
記
の
迩
々
芸
命
）
を
日
向
の
襲
の

六
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孫
降
臨
神
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高
千
穂
峰
に
降
臨
さ
せ
た
の
は
、
高
皇
産
霊
尊
（
古
事
記
の
高
御
産
巣
日
神
、
つ
ま
り
［
Ａ
］［
Ｂ
］
の
高
木
神
と
同
神
）
で
あ
る
。
こ
の
本
書
の
神
話
で
は
、
古

事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
に
登
場
し
た
随
伴
神
（
五
伴
緒
と
天
忍
日
命
・
天
津
久
米
命
）、
三
種
の
神
器
、
猿
田
毘
古
神
、
天
宇
受
売
神
、
伊
勢
神
宮
に
つ
い
て
の
言

及
が
な
い
。
つ
ま
り
、
天
孫
瓊
瓊
杵
尊
の
日
向
へ
の
降
臨
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
は
必
須
の
要
素
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
随
伴
神
の
う
ち
天
忍
日
命
と�

天
津
久
米
命
に
つ
い
て
は
、
日
向
へ
の
降
臨
と
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と
が
、
同
様
に
高
皇
産
霊
尊
が
瓊
瓊
杵
尊
に
日
向
へ
の
降
臨
を
命
じ
る
神
代
紀
第
九
段
一
書

第
四
で
、
随
伴
神
を
「
大
伴
連
の
遠
祖
天
忍
日
命
、
来
目
部
の
遠
祖
天
槵
津
大
来
目
」
と
す
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。

　

そ
こ
で
天
照
大
御
神
、
随
伴
神
の
五
伴
緒
、
三
種
の
神
器
、
猿
田
毘
古
神
、
天
宇
受
売
神
、
伊
勢
神
宮
に
つ
い
て
、
日
本
書
紀
の
天
孫
降
臨
神
話
の
他
伝
で
は

ど
う
記
述
す
る
の
か
確
認
す
る
と
、
神
代
紀
第
九
段
一
書
第
一
に
関
連
す
る
内
容
が
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
［
ａ
］～［
ｆ
］
で
段
落
分
け
し
て
こ
の
一
書
第
一

を
引
用
す
る
。
古
事
記
の
引
用
と
同
様
に
、
猿
田
毘
古
神
（
こ
こ
で
は
衢
神
・
猨
田
彦
大
神
・
猨
田
彦
神
）
の
名
称
と
そ
の
登
場
し
た
時
の
様
子
を　
　

で
囲

ん
で
示
す
。
ち
な
み
に
日
本
書
紀
で
猨
田
彦
神
が
出
て
く
る
の
は
、
全
体
を
通
じ
て
こ
の
神
代
紀
第
九
段
一
書
第
一
の
み
で
あ
る
。

　
　

�［
ａ
］
時
に
天
照
大
神
、
勅
し
て
曰
は
く
、「
若
し
然
ら
ば
、
方
に
吾
が
児
を
降
し
ま
つ
ら
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
且
将
降
し
ま
さ
む
と
す
る
間
に
、
皇
孫
、
已

に
生
れ
た
ま
ひ
ぬ
。
号
を
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
と
曰
す
。
時
に
奏
す
こ
と
有
り
て
曰
は
く
、「
此
の
皇
孫
を
以
て
代
へ
て
降
さ
む
と
欲
ふ
」
と
の
た
ま
ふ
。

　
　

�［
ｂ
］
故
、
天
照
大
神
、
乃
ち
天
津
彦
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
に
、
八
坂
瓊
の
曲
玉
及
び
八
咫
鏡
・
草
薙
剣
、
三
種
の
宝
物
を
賜
ふ
。
又
、
中
臣
の
上
祖
天
児
屋
命
・

忌
部
の
上
祖
太
玉
命
・
猨
女
の
上
祖
天
鈿
女
命
・
鏡
作
の
上
祖
石
凝
姥
命
・
玉
作
の
上
祖
玉
屋
命
、
凡
て
五
部
の
神
を
以
て
、
配
へ
て
侍
ら
し
む
。
因
り
て
、

皇
孫
に
勅
し
て
曰
は
く
、「
葦
原
の
千
五
百
秋
の
瑞
穂
の
国
は
、
是
、
吾
が
子
孫
の
王
た
る
べ
き
地
な
り
。
尓
皇
孫
、
就
で
ま
し
て
治
せ
。
行
矣
。
宝
祚
の

隆
え
ま
さ
む
こ
と
、
当
に
天
壌
と
窮
り
無
け
む
」
と
の
た
ま
ふ
。

　
　

�［
ｃ
］
已
に
し
て
降
り
ま
さ
む
と
す
る
間
に
、
先
駆
の
者
還
り
て
白
さ
く
、「
一
の
神
有
り
て
、
天
八
達
之
衢
に
居
り
。
其
の
鼻
の
長
さ
七
咫
、
背
の
長
さ
七

尺
余
り
。
当
に
七
尋
と
言
ふ
べ
し
。
且
口
尻
明
り
耀
れ
り
。
眼
は
八
咫
鏡
の
如
く
し
て
、
赩
然
赤
酸
醤
に
似
れ
り
」
と
ま
う
す
。
即
ち
従
の
神
を
遣
し
て
、

往
き
て
問
は
し
む
。
時
に
八
十
万
の
神
有
り
。
皆
目
勝
ち
て
相
問
ふ
こ
と
得
ず
。
故
、特
に
天
鈿
女
に
勅
し
て
曰
は
く
、「
汝
は
是
、目
人
に
勝
ち
た
る
者
な
り
。

往
き
て
問
ふ
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
天
鈿
女
、
乃
ち
其
の
胸
乳
を
露
に
か
き
い
で
て
、
裳
帯
を
臍
の
下
に
抑
れ
て
、
咲
噱
ひ
て
向
き
て
立
つ
。
是
の
時
に
、

衢
神
問
ひ
て
曰
は
く
、「
天
鈿
女
、
汝
為
る
こ
と
は
何
の
故
ぞ
」
と
い
ふ
。
対
へ
て
曰
は
く
、「
天
照
大
神
の
子
の
所
幸
す
道
路
に
、
如
此
居
る
こ
と
誰
そ
。

敢
へ
て
問
ふ
」
と
い
ふ
。
衢
神
対
へ
て
曰
は
く
、「
天
照
大
神
の
子
、今
降
行
す
べ
し
と
聞
く
。
故
に
、迎
へ
奉
り
て
相
待
つ
。
吾
が
名
は
是
、猨
田
彦
大
神
」
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と
い
ふ
。

　
　

�［
ｄ
］
時
に
天
鈿
女
、
復
問
ひ
て
曰
は
く
、「
汝
や
将
我
に
先
だ
ち
て
行
か
む
。
抑
我
や
汝
に
先
だ
ち
て
行
か
む
」
と
い
ふ
。
対
へ
て
曰
は
く
、「
吾
先
だ
ち

て
啓
き
行
か
む
」
と
い
ふ
。
天
鈿
女
、
復
問
ひ
て
曰
は
く
、「
汝
は
何
処
に
到
り
ま
さ
む
ぞ
や
。
皇
孫
何
処
に
到
り
ま
し
ま
さ
む
ぞ
や
」
と
い
ふ
。
対
へ
て

曰
は
く
、「
天
神
の
子
は
、
当
に
筑
紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
槵
触
峰
に
到
り
ま
す
べ
し
。
吾
は
伊
勢
の
狭
長
田
の
五
十
鈴
の
川
上
に
到
る
べ
し
」
と
い
ふ
。

因
り
て
曰
は
く
、「
我
を
発
顕
し
つ
る
は
、
汝
な
り
。
故
、
汝
、
我
を
送
り
て
致
り
ま
せ
」
と
い
ふ
。
天
鈿
女
、
還
詣
り
て
報
状
す
。

　
　

�［
ｅ
］
皇
孫
、
是
に
、
天
磐
座
を
脱
離
ち
、
天
八
重
雲
を
排
分
け
て
、
稜
威
の
道
別
に
道
別
き
て
、
天
降
り
ま
す
。
果
に
先
の
期
の
如
く
に
、
皇
孫
を
ば
筑

紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
槵
触
峰
に
到
し
ま
す
。
其
の
猨
田
彦
神
は
、
伊
勢
の
狭
長
田
の
五
十
鈴
の
川
上
に
到
る
。

　
　

�［
ｆ
］
即
ち
天
鈿
女
命
、
猨
田
彦
神
の
所
乞
の
隨
に
、
遂
に
侍
送
る
。
時
に
皇
孫
、
天
鈿
女
命
に
勅
す
ら
く
、「
汝
、
顕
し
つ
る
神
の
名
を
以
て
、
姓
氏
と
せ
む
」

と
の
た
ま
ふ
。
因
り
て
、
猨
女
君
の
号
を
賜
ふ
。
故
、
猨
女
君
等
の
男
女
、
皆
呼
び
て
君
と
為
ふ
、
此
其
の
縁
な
り
。

　

こ
の
［
ａ
］～［
ｆ
］
に
は
、「
天
照
大
神
」（
天
照
大
御
神
）、「
三
種
の
宝
物
」（
三
種
の
神
器
）、「
五
部
の
神
」（
五
伴
緒
）、「
猨
田
彦
大
神
・
猨
田
彦
神
」（
猿

田
毘
古
神
）、「
天
鈿
女
」（
天
宇
受
売
神
）
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
［
ａ
］～［
ｆ
］
を
古
事
記
の
内
容
と
比
較
す
る
と
、［
ａ
］
は
［
Ａ
］、［
ｂ
］
は
［
Ｃ
①
］、

［
ｃ
］
は
［
Ｂ
］、［
ｄ
］
は
［
Ｅ
］、［
ｅ
］
は
［
Ｄ
］、［
ｆ
］
は
［
Ｅ
］
と
対
応
す
る
。［
ｂ
］
で
は
、「
天
照
大
神
」
が
瓊
瓊
杵
尊
に
「
三
種
の
宝
物
」
を
賜
い
、

「
五
部
の
神
」
を
副
え
た
と
あ
る
の
で
、「
天
照
大
神
」
と
「
三
種
の
宝
物
」
と
「
五
部
の
神
」
の
結
び
つ
き
は
強
い
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
、
瓊
瓊
杵
尊
の
「
筑

紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
槵
触
峰
」
へ
の
降
臨
の
場
面
は
［
ｅ
］
に
あ
る
が
、［
ｂ
］
と
［
ｅ
］
の
間
に
「
猨
田
彦
大
神
」
と
「
天
鈿
女
」
の
話
を
中
心
と
し
た
［
ｃ
］

と
［
ｄ
］
が
挟
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
天
照
大
神
」「
三
種
の
宝
物
」「
五
部
の
神
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
の
と
、
瓊
瓊
杵
尊
の
日
向
へ
の
降
臨
が
記
さ
れ
る

の
は
同
時
で
は
な
い
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
な
の
は
、こ
こ
に
伊
勢
神
宮
に
つ
い
て
の
記
述
が
無
く
、代
わ
り
に
「
猨
田
彦
大
神
」
の
目
的
地
（
到
達
先
）
が
「
伊

勢
の
狭
長
田
の
五
十
鈴
の
川
上
」
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
伝
に
お
い
て
、
瓊
瓊
杵
尊
の
降
臨
場
所
を
「
筑
紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
槵
触
峰
」
と
指
定
し
た
の
は
猨
田
彦
大
神
で
あ
り
、
同
時
に
、
猨
田
彦
大
神
自
身

の
目
的
地
（
到
達
先
）
が
「
伊
勢
の
狭
長
田
の
五
十
鈴
の
川
上
」
で
あ
る
こ
と
を
二
回
も
記
し
て
強
調
し
て
い
る
。［
ｄ
］
で
猨
田
彦
大
神
が
瓊
瓊
杵
尊
の
降
臨

場
所
を
示
し
た
の
は
、［
ｃ
］
で
「
衢
神
」（
道
の
分
岐
点
に
い
る
神
）
と
さ
れ
る
こ
と
と
関
わ
る
だ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
こ
の
伝
で
伊
勢
の
地
と
結
び
つ
い
て
い

る
の
は
、
天
照
大
神
で
は
な
く
猨
田
彦
大
神
で
あ
る
。
加
え
て
、
猨
田
彦
大
神
を
語
る
［
ｃ
］
と
［
ｄ
］
は
、「
天
照
大
神
」「
三
種
の
宝
物
」「
五
部
の
神
」
を
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古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
の
構
造

語
る
［
ｂ
］
と
、
瓊
瓊
杵
尊
の
「
筑
紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
槵
触
峰
」
へ
の
降
臨
を
語
る
［
ｅ
］
と
の
結
節
点
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
く
。

　

神
代
紀
第
九
段
の
一
書
第
二
に
も
天
孫
降
臨
神
話
の
伝
が
あ
る
。
こ
れ
は
以
下
、［
ｇ
］［
ｈ
］［
ｉ
］
に
分
け
て
引
用
す
る
。

　
　

�［
ｇ
］
…
…
乃
ち
太
玉
命
を
し
て
、
弱
肩
に
太
手
繦
を
被
け
て
、
御
手
代
に
し
て
、
此
の
神
を
祭
ら
し
む
る
は
、
始
め
て
此
よ
り
起
れ
り
。
且
天
児
屋
命
は
、

神
事
を
主
る
宗
源
者
な
り
。
故
、
太
占
の
卜
事
を
以
て
、
仕
へ
奉
ら
し
む
。
高
皇
産
霊
尊
、
因
り
て
勅
し
て
曰
は
く
、「
吾
は
天
津
神
籬
及
び
天
津
磐
境
を

起
し
樹
て
て
、
当
に
吾
孫
の
為
に
斎
ひ
奉
ら
む
。
汝
、
天
児
屋
命
・
太
玉
命
は
、
天
津
神
籬
を
持
ち
て
、
葦
原
中
国
に
降
り
て
、
亦
吾
孫
の
為
に
斎
ひ
奉
れ
」

と
の
た
ま
ふ
。
乃
ち
二
の
神
を
使
し
て
、
天
忍
穂
耳
尊
に
陪
従
へ
て
降
す
。

　
　

�［
ｈ
］
是
の
時
に
、
天
照
大
神
、
手
に
宝
鏡
を
持
ち
た
ま
ひ
て
、
天
忍
穂
耳
尊
に
授
け
て
、
祝
き
て
曰
は
く
、「
吾
が
児
、
此
の
宝
鏡
を
視
ま
さ
む
こ
と
、
当

に
吾
を
視
る
が
ご
と
く
す
べ
し
。
与
に
床
を
同
く
し
殿
を
共
に
し
て
、
斎
鏡
と
す
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
復
天
児
屋
命
・
太
玉
命
に
勅
す
ら
く
、「
惟
尓
二
の�

神
、
亦
同
に
殿
の
内
に
侍
ひ
て
、
善
く
防
護
を
為
せ
」
と
の
た
ま
ふ
。
又
勅
し
て
曰
は
く
、「
吾
が
高
天
原
に
所
御
す
斎
庭
の
穂
を
以
て
、
亦
吾
が
児
に
御

せ
ま
つ
る
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
則
ち
高
皇
産
霊
尊
の
女
、
号
は
万
幡
姫
を
以
て
、
天
忍
穂
耳
尊
に
配
せ
て
妃
と
し
て
降
し
ま
つ
ら
し
め
た
ま
ふ
。
故
、
時

に
虚
天
に
居
し
ま
し
て
生
め
る
児
を
、
天
津
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
と
号
す
。

　
　

�［
ｉ
］
因
り
て
此
の
皇
孫
を
以
て
親
に
代
へ
て
降
し
ま
つ
ら
む
と
欲
す
。
故
、
天
児
屋
命
・
太
玉
命
、
及
び
諸
部
の
神
等
を
以
て
、
悉
皆
に
相
授
く
。
且
服

御
之
物
、
一
に
前
に
依
り
て
授
く
。
然
し
て
後
に
、
天
忍
穂
耳
尊
、
天
に
復
還
り
た
ま
ふ
。
故
、
天
津
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
、
日
向
の
槵
日
の
高
千
穗
の
峰
に
降

到
り
ま
し
て
、
膂
宍
の
胸
副
国
を
、
頓
丘
か
ら
国
覓
ぎ
行
去
り
て
、
浮
渚
在
平
地
に
立
た
し
て
、
乃
ち
国
主
事
勝
国
勝
長
狭
を
召
し
て
訪
ひ
た
ま
ふ
。
対
へ

て
曰
さ
く
、「
是
に
国
有
り
、
取
捨
勅
の
随
に
」
と
ま
う
す
。

こ
の
［
ｇ
］
に
出
て
く
る
「
天
児
屋
命
・
太
玉
命
」
は
、
一
書
第
一
の
「
五
部
の
神
」
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
二
柱
の
神
は
、［
ｈ
］
で
は
瓊
瓊
杵
尊
で
は
な

く
そ
の
父
の
天
忍
穂
耳
尊
の
降
臨
に
随
伴
し
て
い
る
。
天
照
大
神
は
［
ｈ
］
で
、
宝
鏡
を
視
る
こ
と
を
私
を
視
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
せ
よ
と
し
、
床
を
同
じ
く

し
御
殿
を
共
に
し
て
此
の
宝
鏡
を
斎
鏡
と
す
る
よ
う
に
と
「
吾
が
児
」
で
あ
る
天
忍
穂
耳
尊
に
命
じ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
同
床
共
殿
の
神
勅
で
あ
り
、
天
照
大

神
の
ご
神
体
の
宝
鏡
が
宮
中
に
あ
り
皇
統
の
子
孫
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
崇
神
紀
六
年
条
で
は
、
そ
れ
ま
で
天
皇

と
同
床
共
殿
で
祀
っ
て
い
た
天
照
大
神
を
豊
鍬
入
姫
命
に
託
し
て
倭
の
笠
縫
邑
で
祀
っ
た
と
す
る
。
そ
の
後
の
垂
仁
紀
二
十
五
年
三
月
十
日
条
で
、
天
照
大
神�

（
宝
鏡
）
は
豊
耜
入
姫
命
か
ら
離
さ
れ
て
倭
姫
命
に
託
さ
れ
、
菟
田
、
近
江
、
美
濃
と
各
地
を
転
々
と
し
、
最
終
的
に
左
記
の
よ
う
に
伊
勢
で
祀
ら
れ
た
と
す
る
。
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�

故
、
大
神
の
教
の
随
に
、
其
の
祠
を
伊
勢
国
に
立
て
た
ま
ふ
。
因
り
て
斎
宮
を
五
十
鈴
の
川
上
に
興
つ
。
是
を
磯
宮
と
謂
ふ
。
則
ち
天
照
大
神
の
始
め
て
天

よ
り
降
り
ま
す
処
な
り
。

こ
れ
が
日
本
書
紀
の
語
る
伊
勢
神
宮
の
創
始
で
あ
る
。
天
孫
降
臨
神
話
で
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
を
語
る
古
事
記
と
は
異
な
る
説
明
で
あ
る
。

　

古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
の
文
脈
が
複
雑
に
な
っ
た
理
由
の
一
つ
に
、
天
照
大
御
神
の
伊
勢
祭
祀
を
叙
述
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
引
用
し

た
垂
仁
紀
二
十
五
年
三
月
十
日
条
で
、
天
照
大
神
が
は
じ
め
て
降
臨
し
た
場
所
は
「
斎
宮
」
を
た
て
た
「
五
十
鈴
の
川
上
」
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
神
代
紀
第
九
段

一
書
第
一
で
「
猨
田
彦
大
神
」
の
目
的
地
か
つ
到
達
先
で
あ
っ
た
「
伊
勢
の
狭
長
田
の
五
十
鈴
の
川
上
」
と
同
じ
場
所
で
あ
り
、
古
事
記
［
Ｃ
②
］
の
「
さ
く
く

し
ろ
伊
須
受
能
宮
」、
つ
ま
り
伊
勢
神
宮
の
内
宮
の
場
所
と
も
同
じ
で
あ
る
。
元
々
こ
の
地
は
猿
田
毘
古
神
（
猨
田
彦
大
神
）
の
本
拠
地
で
あ
り
、
そ
れ
が
古
事

記
で
は
伊
勢
神
宮
の
内
宮
の
場
所
と
し
て
記
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　

古
事
記
で
は
、
天
孫
降
臨
神
話
の
後
（［
Ｅ
］
の
直
後
）、
猿
田
毘
古
神
が
「
阿
耶
訶
」
の
地
で
比
良
夫
貝
に
手
を
挟
ま
れ
て
溺
れ
る
が
、
こ
の
「
阿
耶
訶
」
は

伊
勢
国
壱
志
郡
に
あ
る
。
そ
の
後
、
天
宇
受
売
命
は
猿
田
毘
古
神
を
送
り
、
還
っ
て
き
た
と
き
に
大
小
の
魚
を
集
め
て
天
つ
神
の
御
子
に
仕
え
る
か
と
問
い
か
け

た
。
こ
の
神
話
は
「
嶋
の
速
贄
」
の
由
来
譚
と
な
っ
て
お
り
、「
嶋
」
つ
ま
り
志
摩
国
は
伊
勢
国
の
東
隣
に
位
置
す
る
。
古
事
記
で
は
、猿
田
毘
古
神
に
関
し
て
「
伊

勢
」
や
「
伊
須
受
能
宮
」「
五
十
鈴
の
川
上
」
と
い
っ
た
、
直
接
的
に
伊
勢
神
宮
を
連
想
さ
せ
る
場
所
を
記
さ
な
い
も
の
の
、
こ
の
神
の
本
拠
地
が
伊
勢
神
宮
の

近
隣
で
あ
っ
た
こ
と
は
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
記
紀
を
通
じ
て
猿
田
毘
古
神
は
伊
勢
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。

　

古
事
記
で
は
、
天
孫
降
臨
神
話
に
お
い
て
天
照
大
御
神
の
伊
勢
祭
祀
の
記
事
を
盛
り
込
む
際
に
、
伊
勢
の
神
で
あ
っ
た
猿
田
毘
古
神
に
関
す
る
資
料
を
利
用
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
事
記
の
当
該
神
話
に
見
ら
れ
る
指
示
語
に
不
明
瞭
な
も
の
が
多
い
の
は
、
こ
の
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

記
紀
の
天
孫
降
臨
神
話
を
参
考
に
、
当
該
神
話
の
諸
伝
に
み
ら
れ
る
要
素
の
う
ち
、
特
に
伊
勢
・
日
向
と
結
び
つ
く
も
の
を
分
類
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

表
記
は
古
事
記
の
も
の
に
従
う
。

　
　
［
伊
勢
Ａ
］
猿
田
毘
古
神
、
天
宇
受
売
神

　
　
［
伊
勢
Ｂ
］
天
照
大
御
神
、
天
忍
穂
耳
命
、
三
種
の
神
器
、
随
伴
神
の
五
伴
緒

　
　
［
日
向
］
高
木
神
、
迩
々
芸
命
の
降
臨
、
随
伴
神
の
天
忍
日
命
と
天
津
久
米
命

こ
こ
で
［
伊
勢
Ａ
］
と
し
た
の
は
、
本
拠
地
が
伊
勢
と
目
さ
れ
る
猿
田
毘
古
神
と
、
こ
の
神
と
縁
の
深
い
天
宇
受
売
神
で
あ
る
。
伊
勢
を
Ａ
と
Ｂ
で
分
け
た
の

一
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古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
の
構
造

は
、
Ｂ
の
天
忍
穂
耳
命
、
三
種
の
神
器
、
随
伴
神
の
五
伴
緒
は
、
古
事
記
で
は
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
の
、
神
代
紀
第
九
段
一
書
第
二
に

登
場
し
た
時
は
伊
勢
と
の
関
わ
り
が
な
く
、
Ａ
と
Ｂ
は
別
系
統
と
み
る
べ
き
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
古
事
記
は
こ
れ
ら
の
要
素
を
組
み
合
わ
せ
、
迩
々
芸
命
の

日
向
へ
の
降
臨
を
軸
と
し
て
、
そ
こ
に
猿
田
毘
古
神
を
中
心
と
し
た
伝
と
、
猿
田
毘
古
神
に
関
す
る
資
料
を
利
用
し
た
伊
勢
神
宮
の
天
照
大
御
神
祭
祀
の
伝
を�

取
り
込
み
、
天
照
大
御
神
が
伊
勢
の
地
で
信
仰
さ
れ
た
こ
と
を
神
話
の
時
代
か
ら
語
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　

四
、
古
事
記
の
文
脈
の
検
討

⑴「
此
の
二
柱
の
神
」
と
は
誰
か

　

本
節
で
は
、
古
事
記
の
当
該
神
話
に
お
い
て
文
脈
的
に
解
釈
が
難
し
い
部
分
を
検
討
す
る
。
特
に
従
来
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、［
Ｃ
②
］
で
「
さ
く
く
し

ろ
伊
須
受
能
宮
」（
伊
勢
神
宮
の
内
宮
）
を
拝
祭
し
た
「
此
の
二
柱
の
神
」
が
具
体
的
に
誰
を
指
す
の
か
分
か
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
語
を
含
む

文
を
本
文
で
引
用
す
る
と
「
此
二
柱
神
者
、
拝
二
祭
佐
久
々
斯
侶
伊
須
受
能
宮
一
」
と
な
る
。

　

本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』（
十
五
之
巻
）
は
、
こ
の
本
文
を
「
此
の
二
柱
の
神
は
、
さ
く
く
し
ろ
伊
須
受
能
宮
に
拝
き
祭
る
」
と
訓
ん
だ
。
そ
し
て
、「
二
柱
の�

神
」
に
つ
い
て
は
、「
大
御
神
の
御ミ
タ
マ魂
實シ
ロ

の
御
鏡
と
、
思
金
神
の
御ミ
タ
マ霊
實シ
ロ

と
を
指
て
申
せ
り
」
と
し
た
。
つ
ま
り
［
Ｃ
①
］
の
詔
の

　
　
「
此
の
鏡
は
、
も
は
ら
我
が
御
魂
と
為
て
、
吾
が
前
を
拝
む
が
如
く
、
い
つ
き
奉
れ
。
次
に
、
思
金
神
は
、
前
の
事
を
取
り
持
ち
て
、
政
を
為
せ
」

に
あ
る
、
天
照
大
御
神
の
御
魂
の
「
鏡
」
と
「
思
金
神
」
の
御
霊
を
「
さ
く
く
し
ろ
伊
須
受
能
宮
」
で
祀
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
二
柱
を
鏡
と
思
金
神

と
す
る
注
釈
書
は
、
日
本
古
典
全
書
『
古
事
記
』、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
』、
尾
崎
暢
殃
『
古
事
記
全
講
』、
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
な
ど
多
い
。

た
だ
し
こ
の
説
で
は
、
本
文
の
「
二
柱
神
者
」
を
主
格
で
は
な
く
目
的
格
と
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

西
條
勉
は
「
此
二
柱
神
者
、
拝
祭
…
…
」
と
あ
っ
て
も
目
的
格
に
な
る
こ
と
を
、［
Ｃ
①
］
の
「
此
の
鏡
は
…
…
い
つ
き
奉
れ
（
此
之
鏡
者
…
…
伊
都
岐
奉
）」
や�

「
吾
は
倭
の
青
垣
の
東
の
山
の
上
に
い
つ
き
奉
れ
（
吾
者
、
伊
二
都
岐
奉
于
倭
之
青
垣
東
山
上
一
）」（
国
作
り
神
話
の
条
）
に
よ
っ
て
示
し
た（
（1
（

。
し
か
し
こ
れ
ら
は�

「
伊
都
岐
奉
」
の
例
な
の
で
、
当
該
例
の
「
拝
祭
」
の
用
法
を
検
討
す
る
例
と
し
て
は
適
切
で
は
な
い
。

　

そ
こ
で
以
下
、
古
事
記
で
「
拝
祭
」
を
含
む
文
を
本
文
の
形
で
引
用
す
る
。

一
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國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
一
巻
（
二
〇
二
三
年
）

　

①
妹
豊
鉏
比
売
命
、
拝
二
祭
伊
勢
大
神
之
宮
一
也
（
崇
神
記
）

　

②
即
以
二
意
富
多
々
泥
古
命
一、
為
二
神
主
一
而
、
於
二
御
諸
山
一、
拝
二
祭
意
富
美
和
之
大
神
前
一
（
崇
神
記
）

　

③
倭
比
売
命
者
、
拝
二
祭
伊
勢
大
神
宮
一
也
（
垂
仁
記
）

こ
の
①
～
③
で
は
、「
拝
祭
」
の
上
に
主
格
、
下
に
目
的
格
が
あ
る
。「
拝
祭
」
は
神
を
祭
る
時
の
定
型
句
的
表
現
で
あ
り
、「
拝
祭
」
の
上
に
主
格
の
神
主
も
し

く
は
巫
女
の
名
が
あ
る
。
よ
っ
て
当
該
例
の
「
拝
祭
」
の
上
の
「
二
柱
神
」
も
主
格
と
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
西
條
が
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
「
伊
都
岐
奉
」
を

含
む
文
は
変
体
漢
文
で
あ
り
、「
拝
祭
」
と
あ
る
当
該
例
に
あ
て
は
め
な
い
方
が
よ
い
と
考
え
る
。
ま
た
、「
二
柱
神
」
を
「
鏡
」
と
「
思
金
神
」
と
す
る
場
合
、「
鏡
」

を
何
の
説
明
も
な
く
「
神
」
と
し
て
「
思
金
神
」
と
並
べ
る
こ
と
に
違
和
感
が
残
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
［
Ｃ
①
］
の
詔
の
範
囲
に
つ
い
て
毛
利
正
守
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詔
で
は
「
此
の
鏡
は
」
が
目
的
格
で
詔
を
受
け
る

の
は
迩
々
芸
命
、「
思
金
神
は
」
が
主
格
で
詔
を
受
け
る
の
は
当
人
で
あ
り
、
同
じ
会
話
文
に
こ
の
よ
う
な
主
語
の
違
い
が
あ
る
の
は
不
自
然
だ
と
す
る
指
摘
で�

あ
る（
（1
（

。
毛
利
は
、
古
事
記
の
「
次
」（
三
六
八
例
）
は
詔
や
会
話
に
は
一
例
も
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
小
野
田
光
雄
の
論（
（1
（

を
援
用
し
つ
つ
、
詔
を
「
次
」
を
挟
ん

で
二
つ
に
分
け
る
べ
き
と
し
た
。
そ
し
て
「
次
」
の
直
後
に
「
詔
」
の
字
が
あ
る
の
が
本
来
の
形
で
あ
っ
た
と
し
た
。
実
際
の
本
文
で
は
「
次
」
の
直
後
に
「
詔
」

の
字
は
無
い
た
め
、
毛
利
説
の
妥
当
性
を
証
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
詔
の
文
脈
に
問
題
が
あ
る
と
す
る
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
も
や
は
り
編
集
に

よ
っ
て
不
自
然
な
文
が
生
じ
た
箇
所
な
の
だ
ろ
う
。

　

安
津
素
彦
は
古
事
記
の
「
拝
祭
」
の
例
を
挙
げ
、「
二
柱
の
神
」
は
奉
仕
者
と
理
解
す
べ
き
と
し
、
宣
長
説
を
否
定
し
た
が
、
こ
の
あ
た
り
に
錯
乱
や
脱
文
が

あ
る
と
し
て
具
体
的
な
二
神
は
提
示
し
な
い（

（1
（

。
ま
た
、
安
津
説
を
ふ
ま
え
た
高
藤
晴
俊
は
、「
拝
祭
」
は
「
神
に
奉
仕
す
る
人
（
神
）」
を
主
語
と
し
て
用
い
る
と

し
、
詔
が
直
前
に
記
さ
れ
た
常
世
思
金
神
・
手
力
男
神
・
天
石
門
別
神
に
対
す
る
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
、「
二
柱
の
神
」
は
「
手
力
男
神
」
と
「
天
石
門
別
神
」

で
あ
る
と
し
た（

11
（

。
し
か
し
こ
の
説
を
採
用
す
る
場
合
、
並
列
的
に
記
さ
れ
た
常
世
思
金
神
が
含
ま
れ
な
い
理
由
が
説
明
で
き
な
い
。

　
「
二
柱
の
神
」
を
「
迩
々
芸
命
」
と
「（
常
世
）
思
金
神
」
と
す
る
説
も
あ
る
。「
二
柱
の
神
」
を
奉
仕
者
と
す
る
西
宮
一
民
は
、詔
の
対
象
者
の
「
迩
々
芸
命
」
と�

「
思
金
神
」
が
該
当
す
る
と
し
た（
1（
（

。
こ
の
解
釈
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』、
中
村
啓
信
『
新
版
古
事
記
』（
角
川
学
芸
出
版
）
に
も
受
け
継
が
れ
て�

い
る
。
た
だ
し
西
宮
は
、思
金
神
が
子
孫
を
含
め
何
か
祭
祀
に
関
与
し
た
微
証
が
全
く
無
い
点
が
甚
だ
不
安
で
あ
る
と
す
る
。
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
は
、�

西
宮
説
は
合
理
的
だ
が
天
孫
の
迩
々
芸
命
を
「
神
」
と
い
う
こ
と
は
記
中
に
例
が
無
く
、
迩
々
芸
命
が
「
伊
須
受
能
宮
」（
伊
勢
神
宮
の
内
宮
）
を
祭
る
と
い
う

一
二



古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
の
構
造

こ
と
も
、
通
常
斎
王
が
祭
る
こ
と
か
ら
す
る
と
し
っ
く
り
し
な
い
と
す
る
。

　
［
Ｃ
①
］～［
Ｃ
⑤
］
の
段
落
で
は
「
迩
々
芸
命
」
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
神
は
天
照
大
御
神
と
高
木
神
の
「
天
降
し
た
ま
ふ
」
神
々
の
中
心
で
あ
り
、�

［
Ｃ
①
］
の
詔
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
も
こ
の
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、［
Ｃ
①
］
の
詔
に
含
ま
れ
る
神
名
は
「
思
金
神
」
の
み
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
此
の
二
柱
の
神
」

と
は
「
迩
々
芸
命
」
と
「
思
金
神
」
を
指
す
と
み
る
の
が
文
脈
か
ら
す
れ
ば
穏
当
で
あ
る
。
た
だ
し
、迩
々
芸
命
は
［
Ｄ
］
で
日
向
に
降
臨
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、

伊
勢
の
「
伊
須
受
能
宮
」
に
近
づ
い
た
形
跡
が
な
い
。
ま
た
思
金
神
に
対
し
て
、［
Ｃ
①
］
の
詔
で
「
前
の
事
を
取
り
持
ち
て
、政
を
為
せ
」
と
い
う
命
令
が
下
る
が
、

こ
の
「
政
」
は
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
の
こ
と
と
は
考
え
に
く
い（

11
（

。
つ
ま
り
、
迩
々
芸
命
と
思
金
神
を
「
此
の
二
柱
の
神
」
に
あ
て
は
め
る
と
し
て
も
、
様
々
な
問
題

が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　

西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
は
、「
拝い

つ

き
祭
る
」
と
い
う
語
か
ら
推
察
す
る
と
、「
此
の
二
柱
の
神
」
は
猿
田
毘
古
神
と
天
宇
受
売
神
に
他
な
ら
な
い
と
し
た
。

そ
し
て
、
猿
田
毘
古
神
と
天
宇
受
売
神
が
属
す
る
宇
治
土
公
の
祖
先
が
伊
勢
神
宮
の
地
主
神
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た
。
た
だ
し
こ
の

説
に
対
し
て
は
文
脈
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
い
と
の
批
判
が
あ
る（

11
（

。
し
か
し
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
当
該
神
話
は
資
料
を
切
り
貼
り
し
て
構
成
さ
れ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
天
の
石
屋
戸
神
話
と
関
わ
る
［
Ｃ
①
］
の
部
分
を
削
除
す
る
と
、
そ
の
前
の
［
Ｂ
］
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
猿
田
毘
古
神
と

天
宇
受
売
神
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
日
本
書
紀
の
猨
田
彦
神
の
本
拠
地
は
「
伊
勢
の
狭
長
田
の
五
十
鈴
の
川
上
」
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
古
事
記
の
天
孫

降
臨
神
話
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
の
内
宮
の
「
さ
く
く
し
ろ
伊
須
受
能
宮
」
と
同
じ
場
所
と
な
る
。
天
照
大
御
神
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
お
き
、
こ
の
「
さ

く
く
し
ろ
伊
須
受
能
宮
」
の
あ
る
場
所
で
拝
祭
す
る
と
い
う
行
動
に
猿
田
毘
古
神
は
相
応
し
い
。［
Ｅ
］
に
お
い
て
猿
田
毘
古
大
神
を
「
顕
し
申
せ
る
」
神
と
さ

れ
る
天
宇
受
売
命
（
天
宇
受
売
神
）
も
同
様
で
あ
る
。
古
事
記
が
「
此
の
二
柱
の
神
は
、
さ
く
く
し
ろ
伊
須
受
能
宮
を
拝
み
祭
る
」
の
一
文
を
［
Ｃ
②
］
の
位
置

に
置
い
た
の
は
、「
二
柱
の
神
」
が
元
々
猿
田
毘
古
神
と
天
宇
受
売
神
を
指
し
て
い
た
の
を
、［
Ｃ
①
］
の
神
、
特
に
「
迩
々
芸
命
」
と
「
思
金
神
」
で
あ
る
か
の

よ
う
に
印
象
づ
け
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
皇
統
に
よ
る
伊
勢
神
宮
内
宮
の
拝
祭
が
神
代
か
ら
存
在
し
た
と
記
す
た
め
の
資
料
操
作
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

⑵
猿
田
毘
古
神
・
天
宇
受
売
・
迩
々
芸
命
の
立
場

　

こ
こ
で
は
猿
田
毘
古
神
と
天
宇
受
売
神
の
立
場
を
、［
Ｂ
］
と
［
Ｅ
］
に
み
ら
れ
る
語
彙
か
ら
検
討
す
る
。
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［
Ｂ
］
に
お
い
て
、
天
宇
受
売
神
は
天
照
大
御
神
と
高
木
神
の
詔
に
よ
り
、「
吾
が
御
子
」（
迩
々
芸
命
）
の
天
降
ろ
う
と
す
る
道
に
誰
が
い
る
の
か
、
と
猿
田

毘
古
神
を
「
問
い
賜
ふ
」、
つ
ま
り
問
い
た
だ
し
た
。
こ
の
「
問
ひ
賜
ふ
」
は
、
古
事
記
の
天
宇
受
売
神
の
動
作
に
尊
敬
語
が
つ
く
唯
一
の
例
と
な
る（

11
（

。
そ
れ
に

対
し
て
猿
田
毘
古
神
は
「
僕
は
国
つ
神
、
名
は
猿
田
毘
古
神
な
り
」
と
名
乗
り
、「
天
つ
神
の
御
子
」（
迩
々
芸
命
）
の
「
御
前
に
仕
へ
奉
ら
む
」
と
応
じ
る
。�

こ
の
猿
田
毘
古
神
の
発
言
の
前
に
は
「
答
へ
て
白ま
を

さ
く
」（「
白
す
」
は
謙
譲
語
）
と
あ
り
、
発
話
文
は
「
僕
」（
謙
称
）
で
始
ま
る
。
そ
し
て
「
仕
へ
奉
る
」
は

古
事
記
に
お
い
て
服
属
の
意
志
を
示
す
典
型
表
現
で
あ
る（

11
（

。
よ
っ
て
こ
こ
で
猿
田
毘
古
神
は
、
天
照
大
御
神
と
高
木
神
の
詔
を
伝
え
た
天
宇
受
売
神
と
天
孫
の

迩
々
芸
命
に
へ
り
く
だ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
［
Ｅ
］
で
は
、
天
宇
受
売
命
（
天
宇
受
売
神
）
に
対
し
、
猿
田
毘
古
神
を
「
も
は
ら
顕
し
申
せ
る
汝
送
り
奉
れ
」、「
其
の
神
の
御
名
は
、
汝
負
ひ
て

仕
へ
奉
れ
」
と
い
う
詔
が
迩
々
芸
命
か
ら
下
る
。
こ
こ
で
「
申
せ
る
」「
送
り
奉
れ
」「
仕
へ
奉
れ
」
と
あ
る
こ
と
で
、
天
つ
神
の
天
宇
受
売
命
が
国
つ
神
の
猿
田

毘
古
神
の
下
位
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
天
宇
受
売
命
が
猿
田
毘
古
神
を
お
送
り
す
る
よ
う
に
と
い
う
迩
々
芸
命
の
命
令
自
体
も
、
天
つ
神
側
か
ら
み
て

猿
田
毘
古
神
が
丁
重
に
扱
う
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
天
宇
受
売
命
の
子
孫
が
猿
田
毘
古
神
の
一
字
を
と
っ
て
「
猿
女
君
」
と
名
乗
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
［
Ｅ
］
の
逸
話
は
、
天
宇
受
売
命
の
子
孫
が
以
後
猿
田
毘
古
神
に
仕
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う（

11
（

。
天
つ
神
の

天
宇
受
売
命
が
国
つ
神
の
猿
田
毘
古
神
に
仕
え
る
と
い
う
構
図
が
［
Ｅ
］
か
ら
読
み
取
れ
る
。

　

加
え
て
、［
Ｅ
］
の
詔
で
「
其
の
神
の
御
名
は
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
孫
の
迩
々
芸
命
に
と
っ
て
も
猿
田
毘
古
神
の
名
は
「
御
名
」
と
敬
意
を
表
す
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
場
面
の
猿
田
毘
古
神
の
名
称
に
「
大
神
」
が
つ
く
こ
と
と
も
関
連
し
よ
う
。
会
話
文
中
の
「
大
神
」
は
、
そ
の
神
に

対
す
る
敬
意
が
発
話
者
の
中
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
猿
田
毘
古
神
は
詔
の
中
で
名
称
に
「
大
神
」
を
付
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
名
を
「
御
名
」
と
さ
れ
て
お
り
、
天

孫
の
迩
々
芸
命
か
ら
格
の
高
い
神
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、［
Ｅ
］
で
「
送
り
奉
れ
」
と
命
じ
ら
れ
た
天
宇
受
売
命
は
猿
田
毘
古
神
を
ど
こ
へ
送
っ
て
い
っ
た
の
か
。
参
考
と
し
て
、［
Ｅ
］
に
続
く
文
を
以
下
、

［
Ｆ
］［
Ｇ
］
と
し
て
引
用
す
る
。

　
　

�［
Ｆ
］
故
其
の
猨
田
毘
古
神
、
阿
耶
訶
に
坐
す
時
に
、
漁
為
て
、
比
良
夫
貝
に
其
の
手
を
咋
ひ
合
は
さ
え
て
海
塩
に
沈
み
溺
れ
き
。
…
…

　
　

�［
Ｇ
］
是
に
猨
田
毘
古
神
を
送
り
て
、
還
り
到
る
す
な
は
ち
悉
く
鰭
の
広
物
・
鰭
の
狭
物
を
追
ひ
聚
め
て
問
ひ
て
言
は
く
、「
汝
は
天
つ
神
の
御
子
に
仕
へ

奉
ら
む
や
」
と
い
ふ
時
に
、
諸
の
魚
み
な
「
仕
へ
奉
ら
む
」
と
白
す
中
に
、
海
鼠
白
さ
ず
。
尓
し
て
天
宇
受
売
命
、
海
鼠
に
謂
ひ
て
云
は
く
、「
此
の
口
や
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古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
の
構
造

答
へ
ぬ
口
」
と
い
ひ
て
、
紐
小
刀
を
以
ち
其
の
口
を
折
く
。
故
今
に
海
鼠
の
口
折
く
る
な
り
。
是
を
以
ち
、
御
世
、
嶋
の
速
贄
を
献
る
時
に
、
猿
女
君
等
に

給
ふ
な
り
。

［
Ｆ
］
は
「
阿
耶
訶
」（
伊
勢
国
壱
志
郡
）
で
猿
田
毘
古
神
が
溺
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
場
面
で
、［
Ｇ
］
で
は
「
嶋
」（
志
摩
国
）
と
関
連
す
る
話
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の�

地
名
も
伊
勢
国
も
し
く
は
伊
勢
国
の
近
隣
で
あ
る
。
そ
し
て
、［
Ｇ
］
の
「
送
り
て
、
還
り
到
る
」
は
［
Ｅ
］
の
「
送
り
奉
れ
」
と
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

天
宇
受
売
命
は
猿
田
毘
古
神
を
ど
こ
か
へ
送
り
、
ど
こ
か
へ
還
っ
て
い
っ
た
。
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
天
宇
受
売
命
は
日
向
か
ら
猿
田
毘
古
神
を
伊
勢
方
面
へ
送
り
、

日
向
に
還
る
途
中
で
［
Ｇ
］
の
出
来
事
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、［
Ｇ
］
で
は
地
名
が
明
確
に
示
さ
れ
な
い
た
め
、
天
宇
受
売
命
が
ど
の
よ
う
に
移
動
し
た
の

か
に
つ
い
て
は
様
々
な
説
が
あ
る（

11
（

。

　

ち
な
み
に
神
代
紀
第
九
段
一
書
第
一
で
は
、
天
鈿
女
命
が
猨
田
彦
神
を
送
っ
た
先
は
「
伊
勢
の
狭
長
田
の
五
十
鈴
の
川
上
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

猨
田
彦
神
自
ら
が
「
吾
は
伊
勢
の
狭
長
田
の
五
十
鈴
の
川
上
に
到
る
べ
し
」
と
希
望
し
、
天
鈿
女
命
は
「
猨
田
彦
神
の
所
乞
の
随
に
、
遂
に
侍
送
る
」
と
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　
［
Ｅ
］
で
猿
田
毘
古
神
を
「
送
り
奉
れ
」
と
命
じ
ら
れ
た
天
宇
受
売
命
が
、
具
体
的
に
ど
こ
へ
見
送
っ
た
の
か
を
明
確
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
そ
し
て
［
Ｇ
］

で
猿
田
毘
古
神
を
送
っ
た
天
宇
受
売
命
が
、
具
体
的
に
は
ど
こ
か
ら
「
還
」
っ
た
の
か
を
明
確
に
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
猿
田
毘
古
神
が
見

送
ら
れ
た
先
を
、
日
本
書
紀
同
様
に
「
伊
勢
の
狭
長
田
の
五
十
鈴
の
川
上
」
と
し
て
し
ま
う
と
、
伊
勢
神
宮
の
内
宮
の
「
さ
く
く
し
ろ
伊
須
受
能
宮
」
と
場
所
が

重
な
っ
て
し
ま
う
た
め
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
は
天
孫
降
臨
神
話
に
お
い
て
こ
の
地
を
天
照
大
御
神
の
祭
祀
の
場
所
と
す
る
立
場
を
と
っ
た
た
め
、
猿
田
毘
古
神
が

こ
の
地
に
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、古
事
記
は
猿
田
毘
古
神
と
「
伊
勢
の
狭
長
田
の
五
十
鈴
の
川
上
」
や
「
さ

く
く
し
ろ
伊
須
受
能
宮
」
を
切
り
離
し
つ
つ
、
猿
田
毘
古
神
自
体
は
格
の
高
い
神
と
し
て
尊
重
し
た
。
そ
れ
が
、［
Ｅ
］
の
天
宇
受
売
命
が
猿
田
毘
古
神
に
仕
え

る
と
い
う
構
図
や
、
天
孫
の
迩
々
芸
命
か
ら
猿
田
毘
古
神
が
敬
意
を
表
さ
れ
る
と
い
う
内
容
に
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

五
、
猿
田
毘
古
神
の
神
格

　

そ
れ
で
は
、
猿
田
毘
古
神
は
ど
の
よ
う
な
神
格
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
。
ま
ず
、
古
事
記
の
登
場
場
面
で
「
天
の
八や
ち
ま
た衢
に
居
て
、
上
は
高
天
原
を
光
ら
し

一
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下
は
葦
原
中
国
を
光
ら
す
神
是
に
有
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
検
討
す
る
。「
天
の
八
衢
」
の
「
八
衢
」
は
道
が
八
方
に
分
岐
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
神
代
紀
第
九

段
一
書
第
一
で
も
こ
の
神
は
「
天あ

ま
の
や
ち
ま
た

八
達
之
衢
」
に
い
る
「
衢
ち
ま
た
の

神か
み

」
と
さ
れ
て
お
り
、
衢
に
い
る
こ
と
は
記
紀
の
猿
田
毘
古
神
の
基
本
的
な
性
格
で
あ
る
。
中
村

啓
信
『
新
版
古
事
記
』（
角
川
学
芸
出
版
）
は
「
天
の
八
衢
」
を
「
高
天
原
か
ら
降
る
途
中
で
道
が
幾
つ
に
も
な
る
分
岐
点
」
と
す
る
。
天
上
界
で
あ
る
高
天
原

と
地
上
界
の
葦
原
中
国
の
間
に
「
天
の
八
衢
」
が
あ
る
と
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
別
世
界
へ
移
動
す
る
に
あ
た
り
分
岐
点
で
あ
る
衢
を
経
由
す
る
と
い
う
観
念

が
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
特
に
古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
で
は
、「
さ
く
く
し
ろ
伊
須
受
能
宮
」（
伊
勢
神
宮
の
内
宮
）
の
拝
祭
と
、「
竺
紫
の
日
向
の
高
千
穂
の

く
じ
ふ
る
た
け
」
へ
の
降
臨
の
両
方
が
語
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
両
方
の
方
向
を
示
す
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
相
応
し
い
神
と
し
て
猿
田
毘
古
神
が
登
場
し
て

い
る
と
み
ら
れ
る
。

　

古
事
記
の
「
衢
」
の
例
を
挙
げ
る
と
、
応
神
記
で
、
天
皇
が
「
木
幡
村
に
到
り
坐
す
時
に
、
麗
美
し
き
嬢
子
、
其
の
道
衢
に
遇
へ
り
」
と
あ
る
。
こ
の
「
嬢
子
」

は
「
丸
迩
之
比
布
礼
能
意
富
美
が
女
、
名
は
宮
主
矢
河
枝
比
売
」
で
あ
る
。
天
皇
に
求
婚
さ
れ
た
こ
の
女
性
は
、
父
か
ら
「
恐
し
、
我
が
子
仕
へ
奉
れ
」
と
言
わ

れ
て
求
婚
を
受
諾
す
る
。
こ
こ
で
の
「
仕
へ
奉
れ
」
は
求
婚
を
受
諾
せ
よ
と
の
指
示
に
等
し
い
。
当
該
神
話
と
の
共
通
点
を
ふ
ま
え
て
こ
の
「
道
衢
」
の
意
味
を

考
え
る
と
、
外
の
世
界
か
ら
の
来
訪
者
に
お
仕
え
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
古
事
記
で
衢
の
例
を
探
す
と
、
表
記
は
異
な
る
が
、
黄
泉
国
か
ら
葦
原
中
国
に
戻
っ
て
き
た
伊
耶
那
岐
命
が
、
竺
紫
の
日
向
の
橘
の
小
門
の
阿
波
岐
原

で
禊
祓
を
し
た
と
き
、
そ
の
投
げ
棄
て
た
御
袴
か
ら
「
道ち

ま
た
の俣
神か
み

」、
つ
ま
り
道
の
分
岐
点
に
い
る
神
が
誕
生
し
た
。
こ
の
「
道
俣
神
」
も
、
黄
泉
国
か
ら
葦
原
中
国�

と
い
う
別
世
界
へ
の
移
動
（
黄
泉
比
良
坂
の
あ
る
「
出
雲
国
の
伊
賦
夜
坂
」
か
ら
、禊
の
場
の
「
竺
紫
の
日
向
の
橘
の
小
門
の
阿
波
岐
原
」
へ
の
移
動
で
も
あ
る
）

の
途
中
で
誕
生
し
た
。
こ
の
「
道
俣
神
」
を
ふ
ま
え
、
天
孫
降
臨
神
話
の
「
衢
」
の
意
義
を
考
え
る
と
、
別
世
界
へ
移
動
す
る
際
に
境
界
と
し
て
の
衢
を
経
由
す

る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
「
衢
」
が
登
場
す
る
の
だ
ろ
う
。

　

以
下
、
参
考
と
し
て
日
本
書
紀
・
万
葉
集
・
日
本
霊
異
記
・
延
喜
式
祝
詞
の
チ
マ
タ
（
傍
線
部
）
の
用
例
を
挙
げ
る
。

　
　

①�「
朕
聞
く
、
其
の
東
の
夷
は
、
識
性
暴
び
強
し
。
…
…
各
封
堺
を
貪
り
て
、
並
に
相
盜
略
む
。
亦
山
に
邪
し
き
神
有
り
。
郊
に
姦
し
き
鬼
有
り
。
衢
に
遮

り
徑
を
塞
ぐ
。
多
に
人
を
苦
び
し
む
。
其
の
東
の
夷
の
中
に
、
蝦
夷
は
是
尤
だ
強
し
。
…
…
」（
景
行
紀
四
十
年
七
月
条
）

　
　

②
唐
の
客
、
京
に
入
る
。
是
の
日
に
、
飾
騎
七
十
五
匹
を
遣
し
て
、
唐
の
客
を
海
石
榴
市
の
術
に
迎
ふ
。（
推
古
紀
十
六
年
八
月
三
日
条
）

　
　

③
是
に
、
赤
麻
呂
等
、
古
京
に
詣
り
て
、
道
路
の
橋
の
板
を
解
ち
取
り
て
、
楯
に
作
り
て
、
京
の
辺
の
衢
に
竪
て
て
守
る
。（
天
武
紀
元
年
七
月
三
日
条
）
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古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
の
構
造

　
　

④
言
霊
の　

八
十
の
衢
に　

夕
占
問
ふ　

占
正
に
告
る　

妹
は
あ
ひ
寄
ら
む
（
万
葉
集
巻
十
一
・
二
五
〇
六
番
歌
）

　
　

⑤
海
石
榴
市
の　

八
十
の
衢
に　

立
ち
平
し　

結
び
し
紐
を　

解
か
ま
く
惜
し
も
（
万
葉
集
巻
十
二
・
二
九
五
一
番
歌
）

　
　

⑥
軽
の
諸
越
の
衢
に
至
り
、
叫
囁
び
請
け
て
言
は
く
「
天
の
鳴
雷
神
、
天
皇
請
け
呼
び
奉
る
云
々
」
と
い
ふ
。（
日
本
霊
異
記
上
巻
・
第
一
縁
）

　
　

⑦�

高
天
の
原
に
事
始
め
て
、
皇
御
孫
の
命
と
、
称
辞
竟
へ
奉
る
、
大
八
衢
に
湯
津
磐
村
の
如
く
塞
り
ま
す
、
皇
神
等
の
前
に
申
さ
く
、「
八
衢
比
古
・
八
衢�

比
売
・
久
那
斗
と
御
名
は
申
し
て
、
辞
竟
へ
奉
ら
く
は
、
根
国
・
底
国
よ
り
麁
び
疎
び
来
む
物
に
、
相
率
り
相
口
会
ふ
事
な
く
し
て
、
下
よ
り
行
か
ば
下

を
守
り
、
上
よ
り
往
か
ば
上
を
守
り
、
夜
の
守
り
日
の
守
り
に
守
り
奉
り
斎
ひ
奉
れ
と
…
…
八
衢
に
湯
津
磐
村
の
如
く
塞
り
ま
し
て
、
皇
御
孫
の
命
を
堅

磐
に
常
磐
に
斎
ひ
奉
り
、
茂
し
御
世
に
幸
は
へ
奉
り
給
へ
」
と
申
す
。（
延
喜
式
祝
詞　

道
饗
祭
）

①
で
は
、
東
の
夷
（
蝦
夷
な
ど
）
を
語
る
時
に
「
衢
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
朝
廷
側
か
ら
東
の
夷
を
語
る
時
に
「
衢
」
が
出
て
く
る
の
は
、
別
世
界
と
の

間
に
衢
が
存
在
す
る
と
い
う
観
念
と
関
わ
り
が
あ
ろ
う
。
②
の
よ
う
に
、
唐
か
ら
の
要
人
（
こ
こ
で
は
裴
世
清
な
ど
）
を
招
く
際
に
も
ま
ず
「
海
石
榴
市
の
術ち

ま
た

」

で
出
迎
え
る
こ
と
を
行
う
。
上
代
で
は
チ
マ
タ
に
、
外
部
か
ら
の
来
訪
者
に
対
応
す
る
場
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
衢
は
交
通
の
要
地
で
も

あ
る
か
ら
、
③
の
よ
う
に
、
戦
闘
の
状
況
（
こ
こ
で
は
壬
申
の
乱
）
の
途
中
で
「
衢
」
に
橋
の
板
で
作
っ
た
楯
を
設
置
す
る
と
い
う
例
も
あ
る
。

　

衢
に
は
神
の
来
訪
す
る
場
と
い
う
観
念
も
あ
っ
た
。
万
葉
集
の
④
の
歌
で
は
、「
言
霊
の
八
十
の
衢
」
に
お
い
て
「
夕
占
」
と
い
う
占
い
を
行
う
と
あ
る
。
こ

の
占
い
は
お
そ
ら
く
次
の
二
五
〇
七
番
歌
の
「
道
行
き
占
」
と
同
じ
も
の
で
、
道
を
行
く
人
が
何
気
な
く
話
す
言
葉
を
聞
い
て
占
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
衢

で
は
人
の
言
葉
に
神
意
が
現
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
⑤
の
「
海
石
榴
市
の
八
十
の
衢
」
は
、
か
つ
て
海
石
榴
市
で
歌
垣
（
男
女
が
歌
舞
を
す
る

儀
式
で
、
本
来
は
呪
術
的
な
儀
礼
か
ら
発
し
た
古
代
の
習
俗
）
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
ま
た
、
衢
が
明
ら
か
に
神
の
来
訪
と
関
わ
る
の
は
日
本
霊

異
記
の
⑥
の
例
で
、こ
こ
で
は
少
子
部
栖
軽
が
雄
略
天
皇
に
鳴
雷
を
連
れ
て
く
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
「
軽
の
諸
越
の
衢
」
で
鳴
雷
に
呼
び
か
け
て
い
る
。
そ
し
て
、

⑦
の
延
喜
式
の
道
饗
祭
の
祝
詞
で
は
、「
大
八
衢
」
に
い
る
「
八
衢
比
古
・
八
衢
比
売
」
な
ど
と
名
の
る
神
が
、
根
の
国
・
底
の
国
か
ら
来
訪
す
る
荒
々
し
い
禍

神
か
ら
皇
神
を
守
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
で
あ
れ
人
で
あ
れ
、
別
世
界
か
ら
の
来
訪
者
に
対
応
す
る
境
界
と
し
て
「
衢
」
が
捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
姜
鍾
植
は
上
代
の
衢
を
、

交
通
の
要
路
（
迎
え
の
場
所
・
出
会
い
の
場
所
）
と
し
て
、
外
部
と
の
境
界
と
し
て
機
能
す
る
と
し
、
異
質
な
も
の
が
現
れ
た
り
、
呪
術
的
な
行
為
が
行
わ
れ
た

り
す
る
場
所
で
も
あ
っ
た
と
論
じ
る（

11
（

。
猿
田
毘
古
神
は
、
自
ら
を
「
国
つ
神
」（
地
上
の
神
）
と
名
乗
り
な
が
ら
、「
天
」
を
冠
し
「
天
」
寄
り
に
あ
る
と
考
え
ら

一
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國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
一
巻
（
二
〇
二
三
年
）

れ
る
「
天
の
八
衢
」
に
い
て
天
孫
の
迩
々
芸
命
を
出
迎
え
た
。
別
世
界
へ
移
動
す
る
神
を
導
く
衢
の
神
と
し
て
の
職
掌
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
国
つ
神
」

を
名
乗
り
な
が
ら
、
天
の
世
界
と
接
近
し
た
、
天
つ
神
に
近
い
存
在
と
い
う
立
ち
位
置
に
あ
る
。

　

古
事
記
の
猿
田
毘
古
神
は
、「
天
の
八
衢
」
で
「
上
は
高
天
原
を
光て

ら
し
下
は
葦
原
中
国
を
光て

ら
す
神
」
と
さ
れ
る
。「
高
天
原
」
と
「
葦
原
中
国
」
の
両
方
と

接
す
る
こ
と
で
、
両
方
の
世
界
の
神
々
が
集
ま
る
可
能
性
の
あ
る
「
天
の
八
衢
」
に
お
り
、
両
方
の
世
界
を
光
ら
す
力
を
持
ち
、
地
上
へ
の
道
筋
も
知
る
偉
大
な

神
と
い
う
の
が
、
古
事
記
に
描
か
れ
た
猿
田
毘
古
神
の
姿
で
あ
ろ
う
。
こ
の
神
が
自
ら
迩
々
芸
命
に
「
天
つ
神
の
御
子
天
降
り
坐
す
と
聞
く
。
故
御
前
に
仕
へ
奉

ら
む
と
し
て
、
参
向
か
へ
侍
り
」
と
述
べ
る
こ
と
で
、
迩
々
芸
命
の
地
上
降
臨
の
正
統
性
と
安
全
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
は
、
こ
の
高
天
原
（
天
上
界
）
と
葦
原
中
国
（
地
上
界
）
を
光
ら
す
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
神
代
紀
第
九
段
一
書
第
一
で
猨
田�

彦
神
の
目
が
八
咫
鏡
の
よ
う
に
輝
い
た
と
す
る
の
を
参
考
に
、「
恐
る
べ
き
邪
眼
（evil�eye

）
の
光
を
形
容
し
た
表
現
」
と
す
る
。
同
様
に
西
郷
信
綱
『
古
事
記

注
釈
』
も
「
怪
し
い
存
在
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
国
つ
神
を
デ
ー
モ
ン
視
す
る
志
向
の
一
端
に
他
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
し
か
し
、
魔
的
存
在
の
眼
か
ら

放
た
れ
る
光
が
、
高
天
原
と
葦
原
中
国
を
光
ら
す
と
す
る
の
は
、
表
現
と
し
て
は
不
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、
天
の
石
屋
の
神
話
に
「
天
照�

大
御
神
出
で
坐
す
時
に
、
高
天
原
と
葦
原
中
国
自
づ
か
ら
照
り
明
か
り
ぬ
」
と
あ
る
表
現
に
近
い
。

　
「
上
は
高
天
原
を
光
ら
し
下
は
葦
原
中
国
を
光
ら
す
神
」
を
根
拠
に
、
次
田
真
幸
『
古
事
記　

全
訳
注
』（
講
談
社
学
術
文
庫
）
と
菅
野
雅
雄（
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（

は
猿
田
毘
古
神
を

太
陽
神
と
す
る
。
猿
田
毘
古
神
を
太
陽
神
と
す
る
説
は
多
い
。
松
前
健
は
、
元
来
は
伊
勢
地
方
の
漁
民
集
団
の
信
仰
す
る
猿
の
太
陽
神
で
、
稲
田
の
神
と
も
考
え

ら
れ
た
と
す
る（

11
（

。
筑
紫
申
真（
1（
（

や
洪
聖
牧（
11
（

は
、
猿
田
毘
古
神
は
本
来
天
照
大
神
以
前
に
伊
勢
地
方
に
存
在
し
た
太
陽
神
で
あ
っ
た
と
し
、
天
宇
受
売
命
は
そ
れ
を
祀

る
巫
女
と
す
る
。
一
方
、
猿
田
毘
古
神
を
太
陽
神
に
仕
え
る
神
と
す
る
西
宮
一
民
『
古
事
記
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
三
九
四
頁
）
は
、
名
義
を
「
日
神
の
神

使
い
の
猿
が
守
る
神
田
の
男
性
」
と
し
、「
猿
」
は
日
神
（
太
陽
神
）
の
神
使
い
の
動
物
で
あ
る
か
ら
「
猿
田
」
は
神
田
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
と
説
明
す
る
。

　

古
事
記
で
は
、
猿
田
毘
古
神
以
外
の
神
に
も
「
光て

ら
す
」
も
し
く
は
光
っ
て
い
る
と
い
う
表
現
が
あ
る
の
で
以
下
引
用
す
る
。

　

Ⅰ�　

海
を
光
ら
し
依
り
来
る
神
有
り
。
…
…
「
吾
は
倭
の
青
垣
の
東
の
山
の
上
に
い
つ
き
奉
れ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
此
は
御
諸
山
の
上
に
坐
す
神
な
り
。�

（
神
代
記
）

　

Ⅱ�　

海
の
神
の
女
豊
玉
毘
売
の
従
婢
、
玉
器
を
持
ち
、
水
を
酌
ま
む
と
す
る
時
に
、
井
に
光
有
り
。
仰
ぎ
見
れ
ば
、
麗
し
き
壮
夫
有
り
。（
神
代
記
）

　

Ⅲ�　

尾
生
ふ
る
人
井
よ
り
出
で
来
。
其
の
井
に
光
有
り
。
尓
し
て
、「
汝
は
誰
ぞ
」
と
問
ひ
た
ま
ふ
。
答
へ
白
さ
く
、「
僕
は
国
つ
神
、
名
は
井
氷
鹿
と
謂
ふ
」

一
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古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
の
構
造

と
ま
を
す
。（
神
武
記
）

　

Ⅳ�　

尓
し
て
其
の
御
子
、
一
宿
肥
長
比
売
を
婚
き
き
。
故
其
の
美
人
を
窃
か
に
伺
へ
ば
、
虵
な
り
。
見
畏
み
遁
逃
ぐ
。
尓
し
て
其
の
肥
長
比
売
患
へ
、
海
原
を

光
ら
し
船
よ
り
追
ひ
来
。（
垂
仁
記
）

Ⅰ
の
神
は
「
御
諸
山
の
上
に
坐
す
神
」
つ
ま
り
三
輪
山
の
大
物
主
神
で
あ
る
。
Ⅱ
で
は
「
麗
し
き
壮
夫
」
と
あ
る
皇
祖
神
の
火
遠
命
の
光
（
影
）
が
井
に
う
つ
っ

て
い
た
と
す
る
。
Ⅲ
は
国
つ
神
の
井
氷
鹿
が
出
て
き
た
井
が
光
っ
て
い
た
と
す
る
。
Ⅳ
で
は
、
肥
長
比
売
が
虵
（
蛇
）
の
姿
を
見
ら
れ
て
し
ま
い
、
逃
げ
出
し
た
夫�

（
御
子
）
を
、
海
原
を
光
ら
し
な
が
ら
追
い
か
け
て
き
て
い
る
。
以
上
の
例
の
「
光
ら
す
」
も
し
く
は
光
っ
て
い
る
と
い
う
表
現
は
、
太
陽
光
を
表
現
す
る
も
の

で
は
な
い
。
神
代
紀
第
九
段
一
書
第
一
の
［
ｃ
］
に
お
け
る
猨
田
彦
大
神
の
説
明
に
も
「
口
尻
明あ

か

り
耀て

れ
り
。
眼
は
八や
た
の
か
が
み

咫
鏡
の
如
く
し
て
、
赩
て
り
か
か
や
け
る
こ
と
然
赤あ
か
か
が
ち

酸
醤

に
似
れ
り
」
と
あ
り
、
同
様
に
猨
田
彦
神
の
属
性
と
し
て
光
り
輝
く
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
眼
が
「
赤
酸
醤
」（
赤
い
酸ほ

お
ず
き漿
の
実
）
の
よ
う
だ
と
い
う

表
現
は
古
事
記
の
八
俣
の
大
蛇
の
描
写
に
も
み
ら
れ
る
。
光
り
輝
い
て
い
る
こ
と
だ
け
で
猿
田
毘
古
神
が
太
陽
神
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

記
紀
の
猿
田
毘
古
神
（
猨
田
彦
神
）
の
記
述
の
中
に
は
、
天
照
大
御
神
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
神
代
紀
第
九
段
一
書
第
一
の
［
ｃ
］
で

眼
の
比
喩
表
現
と
な
っ
て
い
る
「
八
咫
鏡
」
は
、
同
じ
第
九
段
一
書
第
一
の
中
の
［
ｂ
］
で
は
「
三
種
の
宝
物
」
の
一
つ
と
し
て
登
場
し
、
こ
の
「
八
咫
鏡
」
は

記
紀
に
お
け
る
天
照
大
御
神
の
御
神
体
と
同
じ
名
称
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
天
鈿
女
命
が
猨
田
彦
大
神
の
前
で
行
っ
た
動
作
の
「
其
の
胸
乳
を
露
に
か
き
い
で
て
、

裳
帯
を
臍
の
下
に
抑
れ
て
、
咲
噱
ひ
て
向
き
て
立
つ
」
は
、
天
の
石
屋
（
天
の
岩
屋
戸
）
に
こ
も
っ
た
天
照
大
神
の
前
で
行
わ
れ
た
天
宇
受
売
命
の
動
作
と
類
似

す
る
。
ま
た
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
伊
勢
の
五
十
鈴
川
周
辺
は
、
天
照
大
御
神
を
祀
る
伊
勢
神
宮
の
内
宮
の
あ
る
場
所
で
あ
り
、
日
本
書
紀
で
猨
田
彦
神
の
本

拠
地
と
し
て
出
て
く
る
場
所
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
記
紀
の
猿
田
毘
古
神
の
描
写
に
は
天
照
大
御
神
と
の
関
連
を
匂
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
も
の
の
、
猿
田
毘

古
神
自
身
が
太
陽
神
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
叙
述
は
な
い
。

　

む
し
ろ
猿
田
毘
古
神
は
、
西
宮
一
民
の
説
明
の
よ
う
に
、
太
陽
神
に
仕
え
る
神
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
事
記
の
［
Ｂ
］
で
、
猿
田
毘
古
神
は
自

ら
を
「
国
つ
神
」
と
し
て
、
迩
々
芸
命
を
迎
え
に
行
き
降
臨
を
先
導
す
る
こ
と
を
申
し
出
る
。
倉
塚
曄
子
は
こ
れ
を
類
型
的
服
属
説
話
と
し
、
例
え
ば
神
武
即
位

前
紀
条
に
お
い
て
神
武
天
皇
が
出
会
っ
た
「
珍
彦
（
倭
直
部
祖
椎
根
津
彦
）」
が
、「
臣
は
是
国
神
な
り
。
名
を
ば
珍
彦
と
曰
す
。
曲
浦
に
釣
魚
す
。
天
神
の
子

来
で
ま
す
と
聞
り
て
、
故
に
即
ち
迎
へ
奉
る
」
と
名
乗
る
の
に
近
い
と
す
る（

11
（

。
ま
た
皇
極
紀
四
年
正
月
条
で
は
、
当
時
の
人
が
「
猴さ
る

」
の
声
を
聞
き
、「
此
は
是
、

伊
勢
大
神
の
使
な
り
」
と
言
っ
た
と
す
る
が
、
こ
こ
か
ら
当
時
猿
を
伊
勢
大
神
の
使
い
と
す
る
見
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
猿
田
毘
古
神
の
原
像
は
、
伊
勢

一
九
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の
太
陽
神
に
仕
え
る
猿
神
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

六
、
お
わ
り
に

　

古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
は
、
系
統
の
異
な
る
神
話
伝
承
を
結
び
付
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
当
該
神
話
の
文
脈
の
複
雑
さ
は
主
に
猿
田
毘
古

神
に
関
わ
る
叙
述
か
ら
生
じ
た
と
考
え
、
そ
の
状
況
を
具
体
的
に
検
討
し
た
。

　

当
該
神
話
の
［
Ｃ
①
］
で
は
、
迩
々
芸
命
に
五
伴
緒
や
三
種
の
神
器
、
常
世
思
金
神
・
手
力
男
神
・
天
石
門
別
神
を
伴
わ
せ
、「
天
降
し
た
ま
ふ
」
と
あ
る
が
、

［
Ｄ
］
で
も
迩
々
芸
命
を
主
体
と
し
た
「
天
降
り
坐
し
き
」
が
あ
り
、
天
忍
日
命
と
天
津
久
米
命
が
伴
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
御
前
に
仕
へ
奉
る
」
先
導
神
は
、�

［
Ｂ
］
で
は
猿
田
毘
古
神
、［
Ｄ
］
で
は
天
忍
日
命
・
天
津
久
米
命
と
い
う
よ
う
に
別
神
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
重
の
叙
述
と
も
と
れ
る
よ
う
な
文
脈
は
、

伊
勢
神
宮
の
祭
祀
と
日
向
へ
の
降
臨
を
同
時
に
叙
述
し
た
こ
と
と
、
猿
田
毘
古
神
の
神
話
伝
承
を
挿
入
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
文
脈
が
解
釈
し
づ
ら
い
と
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
伊
勢
神
宮
内
宮
を
拝
祭
し
た
「
二
柱
の
神
」
が
具
体
的
に
ど
の
神
か
分
か
り
に
く�

か
っ
た
り
、
天
宇
受
売
命
が
猿
田
毘
古
神
を
具
体
的
に
ど
こ
へ
送
っ
た
か
明
確
に
記
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
古
事
記
が
猿
田
毘
古
神
と
伊
勢
の
「
伊
須

受
能
宮
」
と
の
結
び
つ
き
を
示
さ
ず
に
叙
述
し
た
こ
と
が
理
由
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
で
は
、
猿
田
毘
古
神
に
関
わ
る
神
話
伝
承
を
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
の
叙
述
に
利
用
し
た
と
み
ら
れ
る
一
方
で
、
猿
田
毘
古
神
に
対
し
て

は
敬
意
を
は
ら
っ
た
書
き
方
を
し
て
い
る
。
猿
田
毘
古
神
は
、
国
つ
神
で
あ
り
な
が
ら
天
の
世
界
と
も
通
じ
て
お
り
、
神
霊
の
集
う
「
天
の
八
衢
」
か
ら
高
天
原�

（
天
上
界
）
と
葦
原
中
国
（
地
上
界
）
を
「
光
ら
す
」
神
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
神
が
迩
々
芸
命
に
仕
え
る
こ
と
を
表
明
す
る
こ
と
で
、
迩
々
芸
命
の

地
上
降
臨
の
正
統
性
と
安
全
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

古
事
記
は
な
ぜ
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
を
日
本
書
紀
の
よ
う
に
垂
仁
朝
で
説
明
せ
ず
、
神
代
の
天
孫
降
臨
神
話
で
述
べ
た
の
だ
ろ
う
か
。
古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話

の
直
前
に
は
、「
出
雲
国
の
多
芸
志
小
濱
」
に
あ
る
「
天
の
御
舎
」、
つ
ま
り
出
雲
大
社
の
創
建
の
由
来
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
出
雲
大
社
の
由
来
を
記
し
た
よ

り
も
後
の
時
代
で
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
を
述
べ
る
と
、
皇
祖
神
の
祭
祀
が
出
雲
大
社
の
大
国
主
神
の
祭
祀
よ
り
も
大
分
遅
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
都

合
が
悪
い
と
判
断
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
〇



古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
の
構
造

　

ま
た
、
古
事
記
に
は
神
話
の
世
界
観
を
実
際
の
地
名
と
結
び
つ
け
て
語
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
こ
と
と
も
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
顕
著
な
例
と
し

て
、
古
事
記
に
お
け
る
黄
泉
国
・
根
の
堅
州
国
と
出
雲
の
結
び
つ
き
を
挙
げ
て
お
く
。
日
本
書
紀
の
本
書
に
は
黄
泉
国
神
話
が
無
く
、
内
容
的
に
該
当
す
る
の
は

神
代
紀
第
五
段
の
一
書
第
六
、一
書
第
九
、一
書
第
十
に
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
出
雲
地
域
で
あ
る
こ
と
を
示
す
内
容
は
無
い
。
そ
し
て
、
日
本
書
紀
に
は
根
の
堅
州

国
の
神
話
に
相
当
す
る
も
の
が
異
伝
（
一
書
）
を
含
め
て
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。
一
方
で
、
古
事
記
は
黄
泉
国
の
出
口
で
あ
る
「
黄
泉
比
良
坂
」
を
現
在
の

「
出
雲
国
の
伊
賦
夜
坂
」
で
あ
る
と
し
、
こ
の
「
黄
泉
比
良
坂
」
が
根
の
堅
州
国
の
出
口
で
も
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
黄
泉
国
・
根
の
堅
州
国
と
い
う
異
郷
を
、�

都
（
ヤ
マ
ト
）
の
西
方
に
あ
る
出
雲
国
と
結
び
つ
け
、
そ
の
神
話
的
世
界
観
を
実
際
の
地
名
と
重
ね
合
わ
せ
て
語
る
。
そ
こ
で
、
都
の
東
方
に
位
置
し
、
皇
祖
神

を
祀
る
伊
勢
の
地
に
つ
い
て
も
神
話
の
時
代
に
お
い
て
語
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
名
や
神
社
も
含
め
た
神
話
構
想
の
一
環
と
し

て
、
古
事
記
の
当
該
神
話
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
一
案
と
し
て
示
し
て
お
き
た
い
。

注（
（
）�

古
事
記
に
は
「
三
種
の
神
器
」
も
し
く
は
そ
れ
に
相
当
す
る
語
彙
は
な
い
が
、
一
般
的
に
三
種
の
神
器
と
さ
れ
る
「
八
尺
の
勾
璁
・
鏡
と
草
那
芸
釼
」
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
る
。�

本
稿
で
は
便
宜
上
こ
れ
ら
を
「
三
種
の
神
器
」
と
呼
ぶ
。

（
（
）�

古
事
記
の
訓
読
文
の
引
用
は
中
村
啓
信
『
新
版
古
事
記　

現
代
語
訳
付
き
』（
角
川
学
芸
出
版
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、「
髙
」
は
「
高
」、「
毗
」
は
「
毘
」、「
汪
」
は
「
璁
」
と
表
記�

す
る
。
ま
た
説
明
の
都
合
上
、〔
天
降
り
〕
と
〔
猿
女
君
〕
の
見
出
し
が
あ
る
部
分
の
九
つ
の
段
落
を
五
つ
に
ま
と
め
て
い
る
。

（
（
）�

日
本
思
想
大
系
『
古
事
記
』、
西
宮
一
民
『
古
事
記
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）、
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
な
ど
。

（
（
）�

八
七
九
例
を
数
え
る
古
事
記
の
「
其
」（
神
名
を
除
く
）
の
う
ち
、
直
前
を
指
さ
な
い
も
の
は
、
大
年
神
系
譜
の
冒
頭
の
「
故
、
其
の
大
年
神
、
神
活
須
毘
神
の
女
…
…
」
の
み
で
あ
る
。

こ
の
大
年
神
系
譜
は
、
元
々
須
佐
之
男
命
の
子
孫
系
譜
（
大
年
神
を
含
む
）
と
一
連
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、「
其
」
の
用
法
と
し
て
は
例
外
と
な
る
。

（
（
）�

こ
の
文
で
は
、「
度
相
の
外
宮
」
で
は
な
く
「
外
宮
の
度
相
」
と
い
う
不
自
然
な
表
現
を
と
る
。
よ
っ
て
、
青
木
紀
元
「
淡
海
之
多
賀
と
外
宮
之
度
相
」（『
日
本
神
話
の
基
礎
的
研
究
』

風
間
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
の
よ
う
に
、「
外
宮
之
」
は
元
々
「
外
宮
也
」
と
い
う
傍
注
で
そ
れ
が
本
文
に
紛
れ
込
ん
だ
と
す
る
説
も
あ
る
。

（
（
）�

こ
の
神
は
、
古
事
記
で
は
神
生
み
神
話
に
お
い
て
誕
生
し
た
「
豊
宇
気
毘
売
神
」
に
あ
た
る
。
文
脈
上
の
問
題
は
無
い
が
、
直
前
に
出
て
こ
な
い
神
に
つ
い
て
突
然
言
及
す
る
点
に
は

違
和
感
が
残
る
。
こ
の
神
話
が
資
料
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
一
文
で
あ
る
。

二
一
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（
（
）�

倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
は
こ
れ
を
矛
盾
と
し
、
天
忍
日
命
と
天
津
久
米
命
の
先
導
の
話
が
挿
入
さ
れ
た
た
め
に
猿
田
毘
古
神
の
先
導
が
抹
消
さ
れ
て
わ
ず
か
に
俤
を
残
し
て
い

る
と
指
摘
す
る
。

（
（
）�『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

上
代
編
』（
三
省
堂
）
は
、「
こ
（
此
・
是
）」
を
近
称
と
し
、
①
話
し
手
の
居
る
場
所
を
指
示
す
る
、
②
前
出
の
事
項
ま
た
は
語
を
指
示
す
る
、
と
説
明
す
る
。

古
事
記
本
文
（
注
を
含
め
る
）
で
五
二
五
例
を
数
え
る
「
此
」
は
、
②
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
く
、
例
え
ば
、
神
話
冒
頭
部
の
「
天
之
御
中
主
神
。
次
に
高
御
産
巣
日�

神
。
次
に
神
産
巣
日
神
。
此こ

の
三
柱
の
神
は
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
直
前
の
語
を
指
す
。
た
だ
し
、
仲
哀
記
の
「
凡
そ
、
此
の
国
は
、
汝
命
の
御
腹
に
坐
す
御
子
の
知
ら
さ
む
国
ぞ
」
の�

「
此
の
（
国
）」
だ
け
は
、
何
を
指
す
の
か
明
確
で
は
な
く
説
が
分
か
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
拙
稿
「
神
功
皇
后
（
息
長
帯
比
売
命
）
の
神
託
の
意
義
―
古
事
記
を
中
心
に
―
」�

（『『
古
事
記
』
大
后
伝
承
の
研
究
』
新
典
社
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
①
の
例
と
し
て
は
「
今
急
や
け
く
此こ

の
水
門
に
往
き
…
…
」（
神
代
記
・
稲
羽
の
素
兎
条
）
が
あ
る
。

（
（
）�

記
紀
の
天
孫
降
臨
神
話
の
基
礎
的
論
文
に
、
三
品
彰
英
「
記
紀
の
神
話
体
系
」
第
三
節
「
天
孫
降
臨
の
物
語
」『
三
品
彰
英
論
文
集
第
一
巻　

日
本
神
話
論
』（
平
凡
社
、
一
九
七
〇

年
）
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
古
事
記
と
日
本
書
紀
第
九
段
の
五
伝
承
（
本
書
、
一
書
第
一
・
第
二
・
第
四
・
第
六
）
を
、
降
臨
を
司
令
す
る
神
、
降
臨
す
る
神
、
降
臨
神
の
容
姿
、�

降
臨
地
、
随
伴
す
る
神
々
、
神
器
の
授
与
、
統
治
の
神
勅
の
七
要
素
で
分
類
し
、
表
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
表
で
は
、
降
臨
地
は
ど
の
伝
で
も
日
向
の
高
千
穂
だ
け
と
す
る
。
こ
の

三
品
論
文
は
、
降
臨
を
司
令
す
る
神
は
、
初
期
的
所
伝
で
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
、
儀
礼
神
話
の
段
階
で
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
と
ア
マ
テ
ラ
ス
、
政
治
神
話
の
最
後
の
段
階
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス

の
み
と
い
う
よ
う
に
、
ム
ス
ビ
ノ
神
か
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
大
神
へ
の
推
移
を
示
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
お
り
、
以
後
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

（
（0
）�

鈴
鹿
千
代
乃
「
二
つ
の
降
臨
―
伊
勢
と
日
向
と
―
」（『
古
事
記
年
報
』
六
〇
、
二
〇
一
八
年
）

（
（（
）�

直
木
孝
次
郎
「『
古
事
記
』
天
孫
降
臨
条
の
構
成
に
つ
い
て
」（『
西
田
先
生
頌
寿
記
念　

日
本
古
代
史
論
叢
』
一
九
六
〇
年
、
後
に
「「
古
事
記
」
天
孫
降
臨
条
の
構
成
」
と
改
題
し
て�

『
日
本
古
代
の
氏
族
と
天
皇
』
塙
書
房
、
収
録
）

（
（（
）�

高
橋
美
由
紀
「
古
事
記
に
お
け
る
伊
勢
神
宮
―
天
孫
降
臨
条
の
解
釈
に
関
す
る
一
試
論
―
」（『
古
事
記
年
報
』
二
二
、
一
九
八
〇
年
）

（
（（
）�

西
條
勉
「〈
皇
祖
神
＝
天
照
大
神
〉
の
誕
生
と
伊
勢
神
宮
―
古
事
記
の
岩
屋
戸
・
降
臨
神
話
の
編
成
―
」（『
国
文
学
論
輯
（
国
士
舘
大
学
）』
一
五
、
一
九
九
四
年
、
後
に
「
ア
マ
テ
ラ

ス
大
神
と
皇
祖
神
の
誕
生
」
と
改
題
し
て
『
古
事
記
と
王
家
の
系
譜
学
』
笠
間
書
院
、
収
録
）

（
（（
）�

北
野
達
「『
古
事
記
』
天
孫
降
臨
神
話
の
形
成
―
伊
勢
神
宮
の
創
始
と
大
嘗
祭
と
―
」（『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
付
属
生
活
文
化
研
究
所
報
告
』
四
〇
、
二
〇
一
三
年
）

（
（（
）�

日
本
書
紀
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀　

上
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
振
り
仮
名
も
こ
の
本
に
従
う
。
た
だ
し
旧
字
体
は
新
字
体
に
直
し
、
訓
注
は
省
略
し
て
い
る
。

（
（（
）�

西
條
勉
、
注
（
（（
）

二
二



古
事
記
の
天
孫
降
臨
神
話
の
構
造

（
（（
）�

毛
利
正
守
「
古
事
記
天
孫
降
臨
の
条
に
於
け
る
一
問
題
」（『
皇
學
館
論
叢
』
一
―
二
、
一
九
六
八
年
）

（
（（
）�
小
野
田
光
雄
「
古
事
記
の
文
章
」（『
古
事
記
年
報
』
三
、
一
九
五
六
年
）

（
（（
）�
安
津
素
彦
「
天
孫
降
臨
段
の
一
考
察
―
皇
大
神
宮
相
殿
神
に
つ
い
て
―
」（『
國
學
院
雜
誌
』
六
三
―
九
、
一
九
六
二
年
）

（
（0
）�

高
藤
晴
俊
「
古
事
記
「
天
孫
降
臨
段
」
考
」（『
國
學
院
雜
誌
』
七
二
―
八
、
一
九
七
一
年
）。
高
藤
晴
俊
は
こ
の
論
文
で
、
天
孫
を
中
心
と
し
た
天
降
り
の
話
に
天
宇
受
売
神
と
猿
田
毘

古
神
の
話
が
挿
入
さ
れ
た
結
果
、
脱
文
・
錯
乱
し
た
可
能
性
も
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
（（
）�

西
宮
一
民
「
古
事
記
行
文
注
釈
二
題
―「
禊
祓
」
条
と
「
天
孫
降
臨
」
段
―
」（『
倉
野
憲
司
先
生
古
稀
記
念　

古
代
文
学
論
集
』
桜
楓
社
、
一
九
七
四
年
）

（
（（
）�

思
金
神
に
対
し
て
「
前
の
事
を
取
り
持
ち
て
、
政
を
為
せ
」
と
い
う
命
令
が
下
る
。
こ
の
「
前
の
事
」
と
「
政
」
と
は
何
の
こ
と
か
定
か
で
は
な
い
が
、
諸
注
釈
書
で
は
伊
勢
神
宮
の

祭
祀
に
関
わ
る
こ
と
と
解
釈
す
る
。
そ
こ
で
古
事
記
に
お
け
る
「
政
」
を
確
認
す
る
と
、
当
該
例
を
除
き
七
例
あ
る
。
引
用
す
る
と
、「
何
地
に
坐
さ
ば
、
平
け
く
天
の
下
の
政0

を
聞

こ
し
看
さ
む
」（
神
武
記
）、「
各
遣
さ
え
し
国
の
政0

を
和
し
平
げ
て
、
覆
奏
し
き
」（
崇
神
記
）、「
御
子
は
、
遣
さ
え
し
政0

を
遂
げ
、
覆
奏
す
べ
し
」（
景
行
記
）、「
其
の
政0

未
だ
竟
ら

ぬ
間
に
、
其
の
懐
妊
め
る
を
産
む
と
き
に
臨
み
て
」（
仲
哀
記
）、「
大
山
守
命
は
、
山
海
の
政0

を
為
よ
。
大
雀
命
は
、
食
国
の
政0

を
執
り
て
白
し
賜
へ
」（
応
神
記
）、「
政0

は
、
既
に
平

げ
訖
り
て
、
参
ゐ
上
り
て
侍
り
」（
履
中
記
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
祭
祀
の
こ
と
で
は
な
く
政
治
的
な
意
味
（
征
討
を
含
む
）
で
あ
る
。
以
上
の
「
政
」
で
直
接
的
に
祭
祀
を
意
味
す

る
例
は
な
い
。
よ
っ
て
、「
政
」
を
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
に
関
わ
る
こ
と
と
す
る
説
に
は
従
い
が
た
い
。

（
（（
）�

西
條
勉
、
注
（
（（
）

（
（（
）�

池
田
茉
莉
乃
「「
問
賜
」
ふ
天
宇
受
売
神
―『
古
事
記
』「
天
孫
降
臨
」
段
の
誰
何
の
場
面
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
文
学
・
語
学
』
二
二
一
、
二
〇
一
七
年
）
の
指
摘
の
よ
う
に
、「
問
ひ�

賜
ふ
」
だ
け
が
尊
敬
語
な
の
は
、
こ
れ
が
詔
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
た
め
だ
ろ
う
。

（
（（
）�

拙
稿
「
若
日
下
部
王
の
奏
上
―
日
下
の
服
属
と
太
陽
信
仰
―
」『『
古
事
記
』
大
后
伝
承
の
研
究
』（
新
典
社
、
二
〇
一
三
年
）
で
検
討
し
た
よ
う
に
、『
古
事
記
』
の
「
仕
へ
奉
る
」
は

天
宇
受
売
命
か
ら
猿
田
毘
古
神
へ
の
当
該
例
を
除
き
二
十
五
例
あ
る
。
そ
の
う
ち
二
十
例
が
服
属
の
意
志
を
示
す
も
の
、
四
例
が
求
婚
を
受
諾
す
る
意
志
を
示
す
も
の
、
一
例
が
仮
宮

を
造
営
す
る
意
（
広
義
で
は
臣
下
が
貴
人
に
仕
え
る
意
）
で
あ
る
。

（
（（
）�「
猿
女
」
と
い
う
名
称
と
同
類
の
も
の
に
「
ヒ
ル
メ
」
が
あ
る
。
神
代
紀
第
五
段
本
書
に
天
照
大
神
の
別
名
の
「
大お
ほ
ひ
る
め
の

日
孁
貴む
ち

」「
天あ
ま

照て
ら
す

大お
ほ
ひ
る
め
の

日
孁
尊み
こ
と

」
が
あ
り
、
神
代
紀
第
七
段
一
書
第
一�

に
は
「
稚わ

か

日ひ
る

女め
の
み
こ
と尊

」
が
登
場
す
る
。
こ
の
ヒ
ル
メ
を
、
折
口
信
夫
（「
古
代
人
の
思
考
の
基
礎
」『
折
口
信
夫
全
集　

第
三
巻
』
中
央
公
論
社
、
一
九
五
五
年
）
は
「
日
の
神
の
后
の
意
」�

と
し
、
そ
れ
が
次
第
に
「
日
の
神
に
仕
へ
て
ゐ
る
最
尊
貴
な
、
神
聖
な
神
の
后
を
、
神
と
考
へ
る
様
に
な
つ
た
」
と
す
る
。
こ
の
説
に
従
え
ば
、「
猿
女
」
の
原
義
も
、
猿
田
毘
古
神

二
三



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
六
十
一
巻
（
二
〇
二
三
年
）

に
仕
え
る
女
性
、
も
し
く
は
猿
田
毘
古
神
の
妻
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
（（
）�『
古
事
記
伝
』
は
、
猿
田
毘
古
神
が
ま
ず
伊
勢
へ
降
り
一
度
日
向
に
行
っ
て
ま
た
本
郷
の
伊
勢
へ
行
っ
た
の
を
送
っ
た
と
す
る
。
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
と
西
郷
信
綱�

『
古
事
記
注
釈
』
は
、
天
宇
受
売
命
も
猿
田
毘
古
神
も
本
拠
の
伊
勢
へ
帰
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
は
、
天
宇
受
売
命
は
猿
田
毘
古
神
が
本
貫
の
伊

勢
へ
行
っ
た
の
を
送
り
、
自
身
は
日
向
の
笠
沙
の
御
前
に
還
っ
た
と
し
て
お
り
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
事
記
』
と
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
も
こ
の
説
を
採
る
。

（
（（
）�

姜
鍾
植
「「
天
の
八
衢
」
に
つ
い
て
―
古
事
記
を
中
心
に
―
」（『
文
学
史
研
究
（
大
阪
市
立
大
学
）』
三
八
、
一
九
九
七
年
）

（
（（
）�

菅
野
雅
雄
「『
古
事
記
』
天
孫
降
臨
物
語
の
構
想
再
説
」（『
中
京
大
学
文
学
部
紀
要
』
二
六
―
三
・
四
、
一
九
九
二
年
、
後
に
『
菅
野
雅
雄
著
作
集
』
第
四
巻
、
お
う
ふ
う
、
収
録
）

（
（0
）�

松
前
健
「
日
本
の
太
陽
船
と
常
世
国
」（『
日
本
神
話
の
新
研
究
』
お
う
ふ
う
、
一
九
八
一
年
）

（
（（
）�

筑
紫
申
真
『
ア
マ
テ
ラ
ス
の
誕
生
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
二
年
）

（
（（
）�

洪
聖
牧
「
古
代
日
本
の
太
陽
神
の
痕
跡
―
動
物
太
陽
神
と
し
て
の
猿
」（『
国
語
と
国
文
学
』
八
七
―
一
二
、
二
〇
一
〇
年
）

（
（（
）�

倉
塚
曄
子
「
伊
勢
神
宮
の
由
来
」（『
文
学
』
四
一
―
三
、
四
、
一
九
七
三
年
、
後
に
『
古
代
の
女
―
神
話
と
権
力
の
淵
か
ら
―
』
平
凡
社
、
収
録
）

二
四


